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林野庁長官祝辞 （第11回通常総会）

開催せられるにあたり一言御挨拶を申し上本日ここに日本林業技術協会第11回通常総会を

げます。
Ｔ

’

１

木材の需要構造は従来の形と異なった傾向を示最近木材関連産業の薯しい発達にともない，

し，特にその量的要求におきましては戦前の2倍におよぼうおよぼうとしております。しかもこの需要

に伴って，ますます増進するであろうこと量乃至需要織造の変化は，わが国の今後の経済発展

は容易に想像し得るところであります。

｛わゆる戦争中から戦後にかけての伐採跡地

きましてはまだ貧弱でありまして，将来の

ふり返ってこの供給源である林業を見ますと，いわゆる戦争中か一

》

は一応造林されたとはいいながら，その生産力にお

・瀞萬に対する不安が内蔵されていることは否めない事実であります。

ここに今後指向せらるべき林業政錐の根本問題があり，これが解決のために林業技術者の一

段の努力が要請されるゆえんであります。

すでに国有林におきましても事業全般にわたり画期的な合理化対策を検討中であり，また民

有林におきましても，それぞれ対策が樹てられることとはなっておりますが，この政策を推進

し実現するものは，すなわち充実した林業技術であることは申すまでもありません。

すでに御承知のようにわが国経済が著しい発展を示しました基礎には，各産業の技術革新が

あずかって力があったのでありまして，それぞれの分野における専門技術者の絶えざる努力と

協力が，今日の日本経済を作り上げたと申しても過言ではありません。

林業技術者の責任はわが国林業の発展を通じて国民経済に寄与することであり，技術を通じ

ての象この実現が可能であることを確信し，努力と協力を惜しまぬ所にありと存ずる次第であ

ります。

本日この総会におきまして昭和32年度の事業方針との他が御討議されるとのことでありま

ずが，林業が現在おかれている立場を認識されまして，日本林業技術協会が技術発展に尽され

た輝しい実績をもとにして，更に大きく前進され，わが国林業発展の推進力たらんことを切に

希望するものであります。

昨日来現場第一線技術者によって行なわれました第3回林業技術コンテストの表彰式があわ

せてここに行なわれる趣でございますが，入賞者の方は勿論ここで発表された貴重な体験は林

業技術発展の重要な指針であろうと存ずるのであります。特に日常劇務の寸暇を割き研究を続

けられました努力に対しましては心から敬意を表する次第であります｡何にとぞ今後共このよ
うな努力を重ねられ日本林業のため尽されんことをお願いしてや承ません。

今や林業は大きく転換しようとしております。この転期に立ち林業技術者各位の一層の研鐡

と努力を切望致しまして，御挨拶にかえる次第であります。 （代理藤本業務部長）
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ば行程は上げられる。現場が平地で輸送が円滑に

いくから都合がよい。天竜川の佐久間ダムは従来

の観念では10年余もかかると思われたのに僅か

3カ年で完成したではないか。土木的工作物には

この他にまだ一つの大きな特徴がある。それは完

成すればその時から直ちに防災機能を発揮するこ

とである。

一方，治山工事はどうであろうか。まず地理的

条件が悪い。道路も乏しく傾斜も急である。し

たがって機械や資材の輸送にも支障が多く，動力

の導入も薬ではない｡労働力の確保にも問題があ
り，食料供給にも不便である。一歩ゆずって，こ

れらの難関が思い切った予算の裏付けによって切

抜け得るものとしよう。そうなれば大而積の短期

造林も可能である。しかしこれで問題が解決され

たと思うのは早計である。この点が土木工事とは

根本的に異なる。植えた苗木はその時から治山お

よび理水機能を発揮し得うるものではない。治山

の女王といわれるヒメヤシヤプシでさえ，その根

が表面侵蝕に抗し得るまでには少くとも5，6年

は要する。しかも，一般に幼樹は諸危害に対する

抵抗力が弱く，植樹直後大雨に遭えば全滅も珍し

くはない。このような場合は工費の損失だけに止

まらず法切土砂の流出によって下流の被害を増大

する。山腹工事を平穏な時に実施しなければなら

ぬ理由はまずこの点にあるといいたい。治山事業

の経済効果を上げるもつとも賢明な方法である。

「機械力と労働力の山地への動員が可能であると

の仮定の下では大木の植栽も不可能ではない」と

皮肉る者もあるかも知れない。経費の点と活着の

点に問題はあるにしても，これも金の力で解決で

きるとしよう。そうすれば樹冠保留と地流表下妨

害の効果だけは期待できる。それでもまだ問題は

残っている｡森林下の土壌構造の問題である｡優良

林地が長年かかって丹念に作り上げた透水性に富

む団粒組織は一日にしてはできない。また地中に

棲息する小動物の作る孔隙などが短日月間に人工

で作り得るであろうか。今日の化学の発達速度を

以ってすれば将来化学処理法による土壌改造も不

可能ではないかも知れないが，少くとも現段階で

は土木工事の完了直後の効果という特徴にはおよ

ばない。自然の林地土壌こそ理水上はなはだ重要

である。地表の渉透性それに続く下部土層の透水

平時の治山

荻原貞夫

再び寺田寅彦先生の名文「天災と国防」を復唱

しなければならぬ時が来たようである。戦後打続

いた水災禍も昭和28年を境として一応鳴りを静

めたように見える。最近ではむしろ干ばつに悩む

形である。しかし油断は禁物，そういっている内

にも大きなのが来ないとは誰が保証し得るであろ

うか。とはいうものの治山熱の日に月に薄れかか

っているのが現状である。何とか考えなければな

らない。

寺田先生がこの随筆を書かれたのは昭和9年で

あった。それは支那事変の起きる3年前のことで

ある。この言葉がまたそっくりそのまま現在にあ

てはまるから面白い。天災も繰返すし歴史も繰返

す。私は今までに同女を何回読承直したろう。教
室で，講演で，寄稿で，どれだけ利用したか。吾

ながら上手なことをいい得たと思うと何のことば

ない「天災と国防」の復唱に過ないのであぁ。

先生はまず「天災は自然変異であって当然反ぶ

くされるものであるから，平穏な時に充分の用意

をして災害に備えなければならぬ」と警告してお

られる。平時の用意が何事に対しても必要である

ことはいうまでもない。嫌な例ではあるが戦争の

防備もそうである。身近い例として水害対策を採
ろう。ここでは河川工事が好例であり，治山事業

もそうである。しかして治山の場合はとくに平時

に於ける準備が必要なのである。その理由につい
て私は次のように考えている。

機械工業とか土木事業など工学方面の準備はや
ろうと思つ冒て充分な投資をすれば短日月間にも実

行し得る可能性は大きい。アメリカ合衆国の軍需

がそうであり，開戦後に於ても素晴しい勢で進展

した。これが有力な勝因であったといっても過言

ではない。戦争となると資材が自国内に豊富にあ

るということが必要条件になるが，平時の事業は

その制約は少ない。したがって短期完成の可能性

が一層大きくなるはずである。河川工事の堤防そ

の他の工作物にしても機械力と労働力を動員すれ

(今
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荻原：平時 の 治 山

て専門技術者が実行しなければならない。この場

合にも被災地域の人食に実際の仕事の面で協力さ

せることができれば幸である。それができない場

合でも防災事業に対する理解を深めることだけは

必要である。こうすることによってそれらの人食

が|_LI荒や不当な開拓の非を悟ることが望ましい。

消極的な形の治山への協力といえよう。

以上,平時治山の必要な理由を述べたが,序でに

次の事柄も記憶しておいて欲しい。平穏無事な時

が長く続くと諸産業の発展は箸るしく，挫地は拡

張し,工場も増設される。道路や通信網も拡充し，

人をの生活は次第に賛沢になり住宅も建増しされ

る。これらの新設増設の部分は大部分が災害を受

け易いような場所に拡がっていくのが自然であ

る。要するに下流地域の発展ば災害に対する感受

性或は被災性を高めつつあるものといってよい。

これらを次の災害から守るためには少くとも発展

に応じた防災施設の強化が必要である。平時の治

山の必要はこの点からも意味づけられると思う。

さらに治山完成には相当の年月を要する事実か

ら吾交は次の教訓を学ぶ。すなわち予防治山であ

り保全治山である。危険な傾斜林地の積極的の保

護と小規模の破壊の早期治療に他ならない。小額

ではあるが本年度から予防治山が林野関係の予算
中に組まれたことは喜ばしい。なお一歩進んで森

林伐採および搬出運材作業への治山思操導入を徹
底させることがでぎれぱ幸と考える。

溌後に再び寺田先生の名句をお借りして稿を終
ることにしたい。

人類が進歩するにしたがって愛国心も大和魂も

やはり進化すべきではないかと思う。砲煙騨雨の

中に身命を賭して敵の陣営に突撃するのもたしか

に貴い日本魂であるが，○国や△国よりも強い天

然の強国に対して平生から国民一致協力して適当

な科学的対策を識ずるのもまた現状に相応わしい

大和魂の進化の一相として期待して然るべきこと

ではないかと思われる。天災の起った時に始めて

大急ぎでそうした愛国心を発揮するのも結騨であ

るが，昆虫や鳥獣でない20世紀の科学的文明国

民の愛国心の発露にはもう少しちがった，もう少

し合理的な様式があって然るべきではないかと思

う次第である。

性が大きいという点が樹冠保留機能に比してはる

かに有効であるというのが今日の土壌水分学上の

通説になっていふ。この性質が地表流下を減少せ

しめ延いては地表侵蝕を防止するため，ここには

じめて完全な治山の目的が果されるわけである。

寺田先生はまた「戦争は避けようと思えば人間

の力で避け得られなくはないであろうが，天災ば

かりは科学の力でもその襲来を中止させるわけに

はいかない。それだから国家をおびやかす敵とし

てこれほど恐しい敵はないはずである.．．.。国防

策は現んに政府当局の間で熱心に研究されている

のであろうが，天災に対する国防策はどこで誰が

研究し如何なる施設を準備しているか，甚だ心許

ない有様である」と喝破された｡20年も前にすで

に今日を認刺した先生の眼力には恐れ入るばかり

である。原爆だの水爆だのと大騒をしているが，

これも各国の人食が真に平和を望む気持にさえな

れば解決できぬことはない。だが台風のエネルギ

ーは原爆の600倍あるという。科学も未だしの感

が深い。降る雨がどうにもならぬとすれば地上に

到達した後の処理が吾灸に残された唯一つの途で

ある。

今日，外敵侵入に対する国防策は着を進められ

ているようである。一方，天災に関する対策の点

では研究所も研究者も一通り揃っているようでは

あるが，充分とはいわれない。昭和28年に樹立

された治山治水対策要綱はどうなっているか。こ

の前の選挙の折に異口同音に治山治水を約束した

国会議員各位は如何。近い内に大東京の下町が水
浸しにでもならぬ限り目覚めないのでは淋しい。

一体，日本人は熱し易く冷め易い性質である。そ

れだけに災害後の立上りも速く，この点は賞讃に

値しよう。しかし立上ってはまたやられるような

ことを反ぷくするのは感心したものではない。も

っとも災害ごとに田舎も都会も良くなっていくこ

とも事実である。この辺の不思議なからくりは私

には解らないが，何処かの誰かが損をしているこ

とも事実である。復興は必要であるが，そ.れと同

時に再びやられない工夫をすることも一層大切と

思う。

罹災者に災害の素因をどうにかしるといっても

無理である。やはり国なり県なりの当局者が考え
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し，現日本農家の貧困性を如何に打開するかの問題につ

きこんで論じている。

森林の導売とする防災力につき反省をうながし，林業

家の固執する林地の反開放思想は林業モンロー主義であ

るときめつけ，森林の治水機能は草生地と大きな相違は

ないとまでいってのけている。このような見方は，決し

て社会党の人なの独断でも創意でもない。今日までも多

くの織者から，治山治水に関する森林の効果につきかな

り刺激的な批判もある。治水は治山にあり，などと偏重

的過剰感覚に支配されて，森林利用に当ってその経済面

に強い制限を加えたのも，公益性過信の現われであ.る。

保安林制度すなわち制限林の範囲に入るものは翠なこの

禍の例であるといっている。

森林が治水上に与える影響については，学者が説くば

かりでなく，実際に当っての数多い水害調査の結果や，

試験場その他の研究成果の発表にもある通り，その防災

効果が万全ではありえない，一定限庭のあることば明ら

かである。社会党の人たちのいわれる，土地の侵蝕防止

には，樹木のあることを絶対条件とはしない，草生地で
も秘:の保護は，ある程庭果しうるといい，更に木材の

将来の濡船見通しについても，林業家のいうように悲観

的ではない。この観点から，国土の高度利用という誠に

結構な理論を押し立て，反林地開放を林業モン画一主蕊
だとあざ笑っておられるのであろう。

だがこれらの論旨の指向するところは，前にあげた，

戦後狭くなった国逃に， ごつたかえす人口をどうさば

く？特に農山村民の生活準にまでもってゆくとなる

と，国土をできる限り有利に生かすという経済面に重点

をおかざるをえなくなる。又他面では，日本の気象風土

上うけやすい災害から，国土を守り，民心の不安を除く

には，森林の公益性を重く見なければならぬ。この相対

立するような考え方も，要するに林地の〕反あつかい方に

あたって，経済性と公益性のつりあいであり，榎本思想

は民生の髪定を期せんとするにあるに間違いはない。

そこでこの両面をどう調和せしめるかとの課題に対し

て，最近の治山事業の在り方が許す限り，国民の経済と

共に進むという方向をとったとゑるべきであろう。森林
を経営するといえば無論，経済を離れては成立せぬ，治

山事業からすれば，荒廃林地の復旧であってその純粋経
営性を無視した仕事の進必方が従前の在り方であったか

も知れぬ。それを今日の治山は，林地の保全えと一歩踏

承こんで営林の一翼をになう方向をとるのだ。もつとわ

かりやすくいえば，現在の（これからの）治山事業は，

荒廃や崩壊林地の復旧はそのすべてではない。崩壊や荒
廃に噂ぴかれんとする手前で，これをくいとめる役も果

すべきだというにあると考えてさしつかえないようだ。

治山がたんに，崩れた山の後を繕ろうだけではなく、

これからの治山事業を

どうみるか

☆ ☆ ☆

関口権次郎
(32．4．6受理）

～ 一

山林が農鋤政策という広視野から，政治，経済，社会

等にからむ問題として，その在り方が，近時特に論議さ

れるようになったわけを考えてみると。

、土地産業としての生産価値，権益解放，労働雇用等

に向けられる社会の目が過敏になった。

＠戦後領土はもぎとられ，残る国土の過半が山林であ

つで承れば，費源開発の強く要請される今日その利

用が問題となる。

◎公益性の強く打ちだされたこれまでの林政えの反
省。

、さらに農山村の近代化を押進める世論の動向。

といったことが，大ざっぱではあるか考えられる。これ

らはお互に関連していることはいうまでもない。従来の

林政に対する論評は，林業全般に渡るが，特に治山事業

にほれかえったことは大いに考えさせられる。

このことは，林業界にとって決して憂うべきではな

い。なにかに立遅れがちな感じのする林業界のため，む

しろ歓迎されてよい。例えば，社会党の野溝氏の「国土

の高度利用について」（グリーンエーヂ32.2月号）同3

月号では同党の江田氏を中心に，林業人経済人が参加し

て「社会党は林業をこう見る」という座談会において社

会党の赫政に質疑が集中，江田氏の明快な応答ぶり？林

野庁刊行の「治山」にも第一線に働く技術者諸君の快談

発表，さらに木材新聞の珍らしくもとりあげた治山につ

いての全淵畔1･これらはすべて，治山治水を基本に出発

した従来の林政への批判であるに間違いはないようだ。

そのいうところの大筋は，今日の林政ほ森林の生産性

向上という観念を根本において，一国の土地生産業とし

ての基盤の上に立脚せなくては成りたたぬ。換言すれ

ば，公益性に立脚する治山事業といえども，経済性を無

視することは許されぬというにある。

ことに社会党の農林政策中には，国土の高度利用とい

う上から，林地の利用といへどもこの範囲外にあっては

ならぬ。その開拓， 草生地への転換から有畜農に一転

《
）

一
再

《
‐
ゴ
〃

筆者・神奈川県治山治水懐会常務理郵
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関口： これからの治山事業をどうみるか

さらに重要なことは，台風豪雨などのあった場合，山崩

れや大錘土砂の流れ出る恐れのある個所も予め防備して

おく，山の崩壊がおきたときは，その森林も被害者の一

人であるから，これが保全をしておくことは林力の強化

であるというわけ。

医学でいえば。治療医学よりも予防医学か第一だとす

ることである。これを要約すると，

、技術的には次のように承られる。

1．荒廃林地の復旧と同時に保全えの道を講ずるこ

と。それには，

a崩壊予防に力点をむく。

bチエックダムをとりあげる。

C .治山施設の高嘩眉率化，すなわちその効果が経

済換算価値と引替えになるようにする。

2．森林の経済的利用を充分考えにスれるo

a林地の生産性向上にマッチした治山事業の施
壁
塊匙o

b制限林から早期生産林に転化せしめるゆき方。

以上をもつと圧縮すれば，

、鐵廠の高度能率化→機械化→経済化（合理化）

◎復旧治山→防災治山→保全治山

ここで将来の治山事業についての，各方面の論議をま

‘とめて，私の考えを結論的にいわせてもらう。

まず技術面の，復旧より防災であるそのために，崩壊

予防施設を考えたといわれるが，かつて第二期森林治水

事業が成立した当時からすでに，計画におりこんであっ

たはず，ことにチェックダムのごときは，当時地方府県

において実行された遊水林ダム，と実際上の使命に相通

ずるものが多分にあった。遊水林造成ということが，我

国においてはその地区の選定に困って，ダムを附属せし

あた，このダムが今日のチェック変ムと性絡において似

ておった。そのわけを今ここで，くわしくのべることは

紙面を多分にふさぐので他の機会にゆずる。また予防施

設（防災）については，例へぼ海岸砂防とか，水害防備

称造成といった施設には，よくあてはまる言葉だろう

が，個別的な治山施設については，現地の実際に当って

は必ずしも理屈通にゆかぬ。更に予め災害に備える工事

が計画され実行に移されてゆくならば，災害防止の糞の

意義といわれるだろうが，これにはやかましい予算措磁

という壁にむかしはぶつかったのである。だからといっ

てこの仕頚が決して無用なものではなく，むしろ大いに

やるべきで当時はいろいろ計画にはその意をおりこんだ

と前にもいった通りで，今日新しい考えだとか将来かく

あるべきだと叫ぶほどのものではないと思うのである。

，森林の効用には，経済性と公錨生との而菌があること

から，従来の治山頚業が余りに公益中心主義に傾きて，

生濁生向上を軽くあつかいすぎたという論は確かに一面

をついたもので否定はできぬであろう，がこれとて全然

無兜したというのではない。荒鬮*地を生かし営林への

本然の姿に導き還へすよう努めたことは，癖人として

の仕事である以上，身心を絞って考へつくした，ことに

当時としては茄江の機鯛上こそ遅れてはおったが，最小

の工費を以て最大の効果を納めようとする謄測にしたが

って，工法の工夫には穫食を忘れたものである。土木人

の砂防のように，山を石で張りつめたり，セメントで塗

りつぶすようなことは林地を保全し利用する上からあえ

てなさなかったのである。

いいすぎになるかも知れんが，現在の工法が大正末期

から昭和の中頃に至る間の工法と比較しどれだけ進んで

おるであろう？

四一埜

× ×

× ×
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送電配電）航行舟運，工業用水および飲用水の供給，貯

水池の養魚，公衆衛生,諸工業の発展等を含み，これら

相互間の矛盾を調整しながら，流域住民の生活水準を高

めつつ，国民経済上の経済効果を最大ならしめるように

導くのが流域管理である。すなわちダムを築くにしても

例えば，洪水調節または発電を唯一の目的とせず一つの

ダムに洪水調節,発電，噛既工業用水の供給等の役割を

兼ねしむるのである。これが多目的ダムである。この場

合多目的ダムは単一目的のためのダ､ムよりもその目的に

対する効果は少なくても，総合的に多目的実現のために

経済的であるならば目的を達成したことになる。これが

総合開発または流域管理の効果である｡たとえば，

経費効果

洪水調節のみのダム 10 10

潅潅用水のみのダム 10 10
発電の蕊のダム 10 10

計 30 30
多目的変ム 15 24

このような場合多目的ダムは単一目的のダムを3つ築

く場合に比し， 5割の経饗で8割の効果を上げたことに

なるのみでなく，洪水時の水を貯水しておいて潅慨用水

または発電に使用できる。

2． 流域管理における治山事業の地位

治山事業もこのように瀞織管理の一つの要素として取

扱われなければならぬ。このことはいささかも治山事業

の重要性を割引するものではなく，むしろその重要性を

強調せねばならぬのである。それは次の理由による。

過去半世紀の間に水に対する需要はほとんどすべての

国で著しく増加した。工柴用水の消費量は40年前に比

べて数倍になった。同様のことは上水道についても言え

る。消費者の数も一人当りの消費量も共に著しく増加し

ている。日本に於ては此の傾向は特に強いのであるが，

それでも東京都の一人一日当りの水の使用量は英米の大

潰肺の3分の1であるから，水の使用量は生活水準に比

例するものとすれば，まだまだ増加するであろう。

灌漉は常に水の大消蜜者であるが，これも年を徐盈に

確実に増加している。それは乾燥地帯の象でなく，年平

均降水量としては充分であるが，季節的分布が不都合で

あるため農作物の安全のためには補助的の灌溜を必要と

する地方に於ても同様である。

水力発電も大量の水を要求する。水力発電は水を実際

に消費するのではないが，他の消費者がその水を必要と

するときに，莫大の水溌を貯水する,ことがしばしばあ

る。そのため発電と他の消澱者との間には水をめぐって

紛争が起りがちである。また洪水調節と発電その他の水

の消費者との間にも水の取扱につき常に矛盾を生む。前

者はダムにより作られた貯水池を空にすることによって
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1． 流域管理と総合開発

総合開発または多目的計画の必要が唱えらればじめた

のは日本に於ては最近のことに属する。その本家ともい

うべきアメリカに於ても比較的新しいことである。総合

開発に包括される農業林業工業等はいずれも水を重要な

要素として成立しているのであり，水は空気と同檬に無

限に得られ，所謂湯水の如くに浪費しても差支ない時

代には，洪水による水災を防止すれば事幟足りるが，

expensivewater(費用のかかる水）の時代になると，

水は有限のものとなり，その使用量を調整せ勃aばならな

くなり，ここにはじめて総合開発の必要を生ずることに

なる｡それゆえに総合開発の中核をなすものは水である。

流域管理というのは流域を単位とした総合開発または

多目的計画と解してよいであろう。流域管理という言葉

を説明すると，流域は河域とも言われ，英語のwater-

shed,riverregime,riverciverchannel,drainage

area, riverbasin, catchment,等に当り，これらの

間には微妙な相違はあろうが流域または河域で差支な

い。また管理という言葉は英語の場合,Xnanagexnent,

development, improvement,すなわち管理，開発

（発展)，進歩（改良)，を含む非常に広い意味である。

これを日本流に言えば，水に対する防禦（調節）と利用

を主軸とし，これにさまざまの事業が附帯するものであ

り，従来の用語では治山，治水,潜閏用水，電力（発電

■

《
）

筆者・水利科学研究所理事長
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武藤：流域管理と治山事業

表に於ける保水量を増加し，したがって洪水のピークを

緩和し，堆積物の運擬量を減ずることにより，流域経済

を向上せしむる基礎となる。すなわち農業生産の増加，

立派な森林と草地，その地方の必要とする水の供給増

加，さらに水力発電と相まって工業の導久等の効果を生

じ，結局その流域住民の生活水準を引上げる。

貯水池を築設することと土地の合理的取扱とが，洪水

防禦策として，何れがより効果的であるかにつき，近来

アメリカに於て広範に論ぜられている。この議論は時に

は農学者と工学者とが真正面から対立することになり，

しばしば政府内の省と省との論争に発展する。この議論

はいまだ結論が出ていないが，貯水池論者は，例外的の

大洪水は，土地の合理的取扱の謀では調節不可能でああ

ことを強調する。それはたしかに正しい。全流域の土地

を合理的に取扱ﾙ､，特に上流地帯の野渓，小支流に渓間

工事，山腹工事を実施したとしても，すべての洪水を調

節することは理論的には可能であっても，実際的には不

可能に近い。土地の合理的砿扱ば大体に於て中小洪水を

軽減することは出来るが，特別の大洪水には決定的な影

響を与え得ぬと考えて差支ないであろう。しかし一方に

於てしばしば起る中小洪水の方が20年～30年に1回

起るような例外的な大洪水よりも被害が大きいことは留

意せねばならぬ。この事実はアメリカの広範囲の洪水被

害観測によって確められている。さらに貯水池築設箇所

よりも上流地帯にも洪水被害が頗る多いことを考えれ

ば，土地の合理的取扱は，洪水調節の基本策と言える。

の承ならず土地を合理的に取扱えば，就中立派な森林と

草の被覆は大体に於て河川の低水時の流量を増加する。

このように土地の合理的取扱は流量を平均化する作用

があるが，それよりもさらに重要なことは堆穣物の運搬

量を減少せしめることである。河川の堆穣物の大部分ほ

水源地帯から運ばれる。この堆積物による貯水池の埋没

朧極めて厄介な問題で，流域瞥理計画の経済､噸を減殺

してしまう。沈泥堆積のため貯水池の貯水鐘が急速に減
少しつつある実例は沢山ある。その唯一の解決策ほ水源

地帯の合理的土地管理のみである。日本の如き急峻な水

源地帯では山腹工事と共に激流を緩和して侵蝕を防止す

る工事に重点を置かねばならぬ。

洪水調節の貯水池は下流に悪影響を与えることもあ

る。もし流水に含まれる沈泥が貯水池に堆較してしまう

と，流水は速庭を増して河床を侵蝕し，時にば川の沿岸

地帯および河川の工作物に被害を与える。

貯水池と土地の合理的取扱とは常に対等であるべきで

あるが，次のことは言える。すなわち土地の合理的取扱

は，その淵誠管理計画の最初から着手されることが肝要

目的を達するのであり，後者は貯水池に貯水することに

よって目的を達するのであるからである。

このような榛々の水の使用者間の矛盾は，その流域ま

たは国全体としてその水が極大経済効果を上げ得るよう

に使用されねばならぬという見地から解決されねばなら

ぬ。それ故に必然的に流域ほ多目的計画の単位となる。

一般に総合開発計画は河水が調節されておる場合にの
み効果的である。流域が非附に好都合に出来ておるため

大きな修正を必要としない僅づかの実例は別として，総

合開発計画は，洪水時の水を貯水することによって洪水

のピークを軽減するとともに，この貯水された水が必要

なときに有用な目的に利用されるのでなければ，効果的

に行われない。

すなわち河川の流域管理または総合開発計画の樹立の

ためには水が調節されることが前提であり，それは治山

事業が根本であることば今も昔も変りがない。今一つ日

本でば特に治山事業が重要である理由がある。アメリカ

とかインドのごとき大平原国では流域を上流と下流に分

ち，さらに水源地帯を別に考えている。しかし日本の場

合は周知のごとく国土の6割5分ば山である。すなわち

上流は全部水源地帯というべきであって，したがって，

いわゆる治山事業の対象となる地域は比較にならぬく′ら

い大きいからである。日本の河ﾉllには大平原国の河I1の

下流に相当する部分ば欠如している。水源地帯から中流

を経ていきなり海に注いでしまう。治山治水の特に重要

な所以である。

それと同時に水は価値あるものとして処理すべきもの

で，洪水被害を防禦するため大量の水を無害に流去せし

めるのみで満足することなく，洪水時の過剰水を無害に

貯水して，こ,れを有効に利用することを，治山治水事業

の実施に際して併せて考慮されればならぬのである。こ

れが将来の治山治水事業についての考え方である。

3． 貯水池と土地の合理的取扱

洪水時の水を貯水して洪水被害を軽減すると同時にそ

の貯水を必認寿に有用目的に利用するためには次の2つ

の方法がある。第一は流域の適当な箇所に貯水池を築設

することであり，第二は土地の合理的取扱である。この

2つが連絡を保ちつつ実施されるならば多くの場合最良

の解決法となる。河川に堤防を築くことは，洪水防禦の

みが唯一の目的であるときの解決法である。

流域内でのすべての行為は流水および下流地帯えの堆

稜物の運搬に影響を与える。傾余鈍の開墾，森林の皆
伐,採草放牧地の焼却,粗放な農業等は地表流FE量を増
して土壌侵蝕の原因となり，結局下流えの堆穣物の運殿

量を増加する。これに反して良好な流域管理を行えば地

一
盃

星
季

－－－－7 ．－－－



武藤：流域管理と治\山事業

で，また最も効果的であるということである。土壌侵蝕

防止工事は貯水池の築設される前に実施さるべきで，そ

うすれば貯水池が埋没し始めてから実施するよりも遥に
価値がある。

4． 土地の合理的取扱の例外

流域管理計画の重要な部分である土地の合理的取扱は
例外的の大洪水を除き，中小洪水のピークを緩和するの

承ならず，低水時の流量を増加するものであることはす

でに述べた。しかしこの原則にも例外がある。年降雨趣

が少く，比較的流出率も低い地域では，土地の合理的利

用は，植生の増加することにより，蒸散作用によって水

の消費量を増し，そのために下流の水の減少をきたす。

このことは日本にも実例があり昭和の初期に見事な論争

が行われた。未開発地帯,例えばアフリカの乾燥地帯に

於ては，上流地帯に植生が罵鋤Iすると，雨期の流水堂を

減少し，それが望ましくないことがある。すなわち洪水

による低地の氾溌は拡水潅概法として有用で，童た飲用

水の補充として必要なためである。流域内の植生の水の

消費によって洪水氾濫が減少すると下流地帯の人間，家

畜の必要とする水が不足することになる。雨の多いモン

スーン地帯では土地の合理的取扱はほとんど常に河l1の

流量に望ましい作用を持来す。

5．日本の場合

流域管理計画が効果的に行われるためにはまず水がコ

ントロールされることが前提であることを述べた。日本

に於てはまだまだ治山治水，河川工事といえば洪水を防

禦する工事と考えられる。それは日本に於てはそれ程洪

水禍が苛烈であるためで，また日本ぐらい水のコントロ

ールの困難な国は少い。地形急峻で降水量は多い。それ

なればこそ日本にはオーストリヤ．スイスのごとき山岳

国の砂防が輪スされたのである｡．これに対して後進国で

はあるが，インドのごとき大平原国の治山治水，水の調

節は頗る容易である。労少くして功が多い。簡単に言え

ば，上流地帯ー－といっても大平原である一の火ス，

放牧,移動農業を取締って，要すれば簡単な土壌侵蝕防

止工事を施し，下流の要所に大貯水池を築設すれば, .大

体水はコントロールされる。 よくは知らぬが中共の黄

河,楊子江の治水事業もこの傾向があるのではなﾙ､かo

中共治下で黄河の治水事業が急速に進捗しているという

話を聞くと，日本流に考えると従来何とも割切れぬ感を

抱いたのであるが，1957年3月,インドのダモダル流域

開発計画を視察して以来，筆者は中共もやりようでは案

外短日月に黄河のコントロールに成功するのではない

か，と考える嫌になった。

インドにも無論山岳河川はある。その上流地帯がヒマ

ラヤに属するコーシ(Kosi)川の如きはその一例である

が，この様な河川に対しては「侵蝕防止工事を施すのは

経済的でなく，この穣な河川には流域管理法が成功する

見込はまずないと言ってよい。差当り洪水防禦堤を築く

以外に方法がない」と言ってはじめからあきらめてい

る。ところが日本で流域管理または総合廃発の対象とな

る河川は全部が山岳河ｿ1Iである。これをコンI､ロールす

べく困難な努力を震倒しているのが明治以来の日本の治

山治水事業であり，その技術ほ昭和初頭には早くも先鑑

欧洲諸国を凌駕しておるにもかかわらず,インド,アメリ

カ,中共,ソ連の如くにはなばなしい効果を上げえない。

しかし日本の如き降水量の多い国も洪水による莫大な

水を海に捨てていたのでは，人口増加にともない，農業

用水，工業用水，飯用水が不足してくるのは当然であ

る。技術的に困難であっても，従来の水防オンリーの考

え方から脱却して水の貯蔵,利用を併せて考える嫌な頭

の切り換えが必要な時代に入ったものと考える。それは

2つの条件から左犠に考えるのである。第一は冒頭に述

べた水の需要の著増である。就中工業用水の需要増加で

あって，今日，新工場の設置，設備の拡張に当ってはま

ず水が得られるか何うかを考慰する。冷却用水の如きは

真(マ)水が得られぬため機械の損耗を覚悟の上で海水

を使用する。－方地下水を多鍾に使用するため大工業地

帯には地盤降下という厄介な問題を生じている。将来の

日本の工業発展嫁水を得られるか得られぬか漣かかって

きた。ことここに至れば旧態依然として洪水時の水を大

量に海に捨てることば許されなくなる。日本の瀞鍼管理

の困難な事悩を乗切って，水を有効に貯蔵利用する新し

い技術が展開されねばならぬ。第二はこのような事構の

ため当然水に値段が出てきたことである。これは従来不

経済とみられた治山事業をはじめ，水をコント戸一ルす

る事業が，やりょうによっては経濟的の事業になるとい

うことである。上水道,電力はもとより，工業用水も一

屯いくらの水を使用するようになってきた。すなわち前

に上げたインドのコーシヅllの場合は経済的ではないが，

日本の場合は水の価値が高いがゆえに経済的に引合うこ

とになりつつある。

もし日本の水が完全にコントロールされたならば，今

までの短所は長所と変ずる。すなわち降水量が多くて地

形急峻であることは，そのまま陣大なエネルギー盗源と

なる。

6． 水の分配

次に水がある程度調節された場合,その水の分配が問

題となってくる。日本に於ても既にこの間題憾重大化し

つつある。例えば利樹ilについても，洪水防禦と蝿力，

電力と灌慨用水,水源地帯の八木沢で貯水してその一部

を東京都に引水する等の問題が生じている。分配問題は

地域的分配一一上流地帯と下流地帯一一と，用途別分配

一一灌潅，電力，工業用水，都市用水一一とがあるが，

いずれの場合についても，まず年平均降水量と水の需要

量との比較が行われねばならぬ。もし降水量の方が多け

れば問題は解決可能であるp原則的にいえば，上流地帯

と下流地帯の要所に水の需要量に相当する貯水池を築設

することである。降水堂蟄ま両貯水池を充すに充分である

のみでなく両,々相俟って功に管理されるならばその効果
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はさらに増大する。今かりに下流の貯水池の立場に立っ

て承るならば，降水量が充分な場合，‐上流地帯で貯水池

を築設して水を余計に消費することは望ましいことであ

る。もし上流に貯水池がなければ，下流の貯水池は洪水

雲来にそなえて，その容裁の一部を空にしておかねばな

らぬのであるが，上流に貯水池があれば，その空の餐稜

を減少できるわけで，それだけ電力，潅慨用水が増加す

る。

もし周囲の状勢から何れか一つの貯水池を選択童たは

優先せねばならぬ場合は，個盈の流域について検討され

ねばならぬが，共通的に言えることは，（イ）－股に上

流地帯は下流地帯よりも地価が低く土地の撞得が容易

で，補殻も少くて済ふ，（ロ）上流での貯水はそれだけ

エネルギーが大きく，（ハ）上流貯水池は年を通じて貯

水することにより洪水流下を年平均化して価値あるもの

とし，（二)上流で貯水しておけば状況によりとの貯水を

他の流域に供給することができる，ということである。

次に降水量より水の需要麓の方が多いときはどうなる

か。 まず水の供給量を輝劾Ⅱする措置がとられねばなら

ぬ。その流域の本流の承でなく水源地帯の支流まで開発

されねばならぬ。しかしそれにも限度があり大きな期待

はかけ得ない，とすれば次は水の消謎規正である。農工

業用水,就中潅演用水の節約,水の反覆利用が考えられ

ねばならぬ。水の節約はそれにより－例えば潅溌用水

の場合一収謹量を減少することなく，小鐙の水で多収

穫を得る様な技術の進歩が伴わ漁ぱならぬ。水の反覆利

用はその流域が統一された－つの意思で管理されねば，

目的は達成されがたい。

水の反種利用が効果的に行われているのは大井川であ

る。最上流の繼島ダ､ムから最下流の赤松ダムまで延長95

キロの間に16の発電所があり，標高差約1,400米，最

大出力62.36万キロワットで，技耐軸にゑて大井川から

とれる最大限の電力である。さらにこの水朧下流に至る

と農業用水に使用される。

「大井川農業用水」は日本第三の人造湖で，12,500万

屯の水を湛え，井川ダムで調節された水は赤松から水路

橋とサイフォンで本流を越え，11,000町歩の水田に潅

澗用水を供給し, 55,000石の米を増産している。

しかし水がいよいよ不足してくれば，単位容積の水を

消費してどれだけの価値を生染出すかということが水の

分配の梗本となってくるであろう。このことは換言すれ

ば，水を高い値段で買っても採算の立つ産業が発展して

ゆくということになる。この問題は日本の産業構造の根

本を揺がす重要性を持っている。例えば同じく1屯の水

を農業に消費した場合と工業に消費した場合とを比較し

て，工業の方が価値生産が大きくとも，簡単に農業用水

を切って工柴用水に廻すというわけにはゆきかねるであ

ろう。そこまでくると日本産梁構造の再編成が先決問題

とな;ってくる。

7． 費用と経済効果

流域管理の先進国であるアメリカではその流域管理計

画が経満的であるか否かを慎重に検討する。それはその

計画実施に要した費用(cost)とそれによって生じた経

済効果(benefit)との比較算定によらねばならぬが，

これば極めて困難複雑な問題である。この問題について

ば「擬源」（1957年5月号）に筆者の見解を発表したの

で，ここでは簡単にふれるだけにとどめる。

費用計郵ほ比較的容易である。費用の要素である労

力，機械，セメント，苗木，肥料等はいずれも市場価絡

があり，弊楚可能である。しかし費用についても公共磯

用と私的費用，費用の目的別振分け，等の問題がスって

くると簡単ではなくなる。

経済効果の計算は遥に困難である。例えば，治山蕊業

の価値はいくらか，潅慨用水の価値ほどれ位か，侵蝕し

ない土壊の値段は幾らか等，これらの経済効果は価値あ

るものであることは確かであるが，貨幣価値で示すのは

容易でない。しかもその価値にはある仮定を含んでお

り，時には仮定が価値を決姥する。例えば，暴風雨が狸

来すれば（これが仮定である）ダムは洪水防止の価値を

発揮する，というごとくである。その上，経済効果には

波及効果の問題があり，その算定ほ不可能にちかい。

このcostとbenefitの問題と真剣に坂組んだのは

アメリカが唯一の国である。しかし条件は各国各犠であ

るから，信頼すべき費料を得るためには，各流域管理計

画ごとに研究と実地経験がなされなければならぬ。
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個盈の財政投資額の枠が明示されてばいないが，治山事

業の規模は推算によって工事費で554億円程度に織込ま

れているのである。そこで各種の公共事業と同様に，治

山事業もこの財政規模の枠内で昭和31年以降5カ年の

実施計画を別に策定せざるを得なかった。この計画は，

特に保全上深い関連をもっている建設省の治水5カ年計

画との認整を行って荒廃地復旧事業について昭和30年

末残事業量のうち，特に骨格的な事業としてその約3割
の，12万町歩余(将来発生する見込の災害緊急復旧を含

む）を実施することとした。これに加え防災林造成，水

源林造成等の事業をも促進するものである。このための

財政枠は544億円である。この計画も出発早左にしてま

た後退の止むなきにいたっている。すなわち初年度昭和

31年度においては計画74億円に対し，決定予算は43

億円で60％にすぎない。31年度も同様に約70億の要

求に対し42億円で約60％である。

治山をめぐる世論の動き

昭和31年12月に公共事業特別調査委員河合良成氏

ほか4氏は，河野行政管理庁長官の，「わが国の公共事

業の改善について」の諮問に対し調査をおこなった結果

答申を行ったが，その中で次のように述べている。

「すなわち，公共事業全般を通じてこれをいえば，産業

立国の見地より，当面最も重点的に実施せらるべきもの

は，道路・港湾等の交通施設の整備と，治山・治水並び

に災害復旧等の国土保全に関する施説でなければならな

い。今日行われている所謂狭義の公共事業には，治山・

治水・災害復旧等の国土保全権関するもの，道路･港湾

等の交通施設に関するもの，開墾・干拓・土地改良・漁

港及び造林等生産的施設に関するものの3種類に大別す

ることができるが，このうち，生産的施設に関するもの

としてほ，終戦時より現在に至るまで，人口対策を含め

て食糧増産事業に最も重点をおいて，多大の国費をこれ

に投下し采ったのである。しかるに，今日のわが国の経

済事情は終戦直後のそれとは著しく趣を異にし，食糧事

情も現在の食糊増産計画が立案せられた当時とは，隔世

の感があるほど好転し来っている。かつ，今日東南アジ

ヤ諸国との有“:目通の経済提携の増進が要請せられるわ

が国の新しき国辮勺経済環境を考慮にスれるときは，食

繊増産の重要なることは勿論ながら，現在食糧増産を目

的としつつ，しかも比較的に効率的ならざる干妬，開墾

等の公共事業は綜合的見地より再検討される必要があ

り，むしろ重点を道路・港湾の改修整備・災害復旧並び

に災害防除等の国土保全事業の推進に指向し，以て最近

におけるわが国産業の高度の近代化と国民経済発展の進

度に即応造しむべきであると考える」

以上の論述で明らかな通り，購丘の公共事業えの投資

配分が不均衡であり，治山等の後進性が目立っている，
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はじめに

山林復興の時代とい､うべき，昭和21年から30年

までの10年間を願嬢ると，治山対策の識費として艮錆

林の造林面積は約220万個渉に達し，治山斑譲事業施行

面蹟憾約22万町歩に論よんでいる。これに治水'砂衝

関係華の崇識が加わって，我が国の国土攝全上の危機

は漸やくにして脱し得たかの観があるのである。前記民

有林心治山琴喋の内容を分析すると，

山地治山 94,383町

防災猟豊成 22,288〃

水源風造成 106,346〃

計 223,017〃

となっている。この廊資の大半は将来罪琳えの復帰を期

待し得るものである。

次に昭和31年産以降における治山覇業の患諏積を上

げると次の通りである。

山地治山 266,756町

防災繩営成 77,395町

水源林造成 238,803町

計 582,954町

このような治山事業の現状を承ると，保全上の危機は
脱し得たものの，森林保全の目的達成にはまだ程遠いも

の‘がある。しかしわが国の森林経営に対する一大転機に

ともない治山鶏業に対しても，何らかの新しい進展を期

待されている。この間の状勢から2，3の問題点につい

て，内外の動きを御知らせしたいとおもう。

経済自立5カ年計画と治山事業計画

昭和28年の治山治水基本対策要綱策定当時の荒廃地

面積は約40万町歩で，これに対する復旧計画は工事蕊

約1,635億円をもって，10カ年間に事業の全量を完了

することであった。しかし28年～30年の3カ年におけ

る実羨は，計画に対し26～28％にすぎず，計画と実績

とのアンバランスの累蹟は，その期間の計画目標を不明

確化するおそれがあった。ついで昭和30年に経済企画

庁において立案された経済自立5カ年計画では公共事業

一
）

津
ぐ

筆者・林野庁治山課長
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ことを指摘している。この数年来，幸運にも災害が比較

的に僅少であって，新しい災嵩発生が減じてきている。

その状況を治山関係について承ると次の通りである。

荒廃林地の発生と復旧との関係表

元民などに相当の反響をよんだ。一部には林業の国営化

をほかるものであるとの極端な批判さえある。この間の

経緯について説明して,大方の御諒解を得たいとおもう。

水源林造成事業の対象地は，元来奥地の水源地帯にあ

る民有林であって，その面積規模は比較的大きく，一般

の造林地と比較して造林技術上からは勿論，経済的にも

極めて困難なものが多いのである。従って今までのよう

な新植だけ県で行って，あとは所有者に保育や管理を委

せる方法でばなかなか適正な奥地造林が進まない場合が

多く，保育手遅れ地や，造林不成績地が累加しつつある

のが実情である。このことから，実施形態としては原則

として植栽後の保育管理一切を府県が行う祭行造林の方

式を採るよう指導されてきたのである。しかし最近の地

方財政の逼迫から，この指導も思うにまかせず，その実

績は全体の25％程度にすぎない。一方，管行造林事業

ほ元来，保安林を除いて経済林の造成を目的としてきた

のである。その形体は国が営林局署の組織と技術を活用

して，民有林の植栽から保育･管理一切を成林するまで

責任をもって実行し，将来は収益の分収を行おうとする

ものであり，民有林の造称事業としてば最も確実な方法

である。この意味で昭和30年度には水源林造成事業の

対象地である公有林野にも，一部官行造林事業を拡大実

施したのである。更にこの趣旨を拡げて，昭和31年度

には公有称野官行造林法の一部改正が行われ，公有林野

と併わせて造林を行うことが必要と認められる介在地の

私有林にも拡大実施されることになった。以上の経過か

らゑて，水源林造成は全面的に管行造赫によることが望

ましいのである。しかし国有林野特別会計の予算規模の

制約と，営林局署の実行管理機構の能力から仲を困難性

があるので，この際，従来の官行造林の対象となってい

る，経済林を外し，水源林造成地域を対象とするよう切

換えることとした。これによって，割合に一般資金の入

り易い地域の民有林は，国の資金からは外され，保全上

最も重要であり，かつ一銭投擬の行われにくい，水源地

帯の造林を国の資金にふりかえることになったのであ

る。このことによって奥地満造成が確実に進められるこ

とを期待している。

如上の方針に対しては，立則的にはう犬毒異論はない

が，鱈そからの府県のこの琴操に対する運営上の行きが

かりから急激な転換による混乱をさけ得られないこと，

あるいは民有称に対する国の地上権設定に対する鰯宵的

な忌避等から反対が妙くない。なおまた，小面稜で官庁

造休の対象として採りあげかねるものも生ずる。このよ

うな種査の支障については，その個なの対象毎にそれに

対する施策を検討中である。

荒廃地発生面積｜復旧面積年次

獅
幻
巽
汐
釦
釦
計

町

5，753
24ｺ209
13,521
3,012
3,830

50.325

’

町

15，943
19，288
10,814
9,402
7，775

63，222

このように近年は過年度災害の復旧が促進され，次第

に負侭整理の段階にスっている。今こそ来るべき災害に

備えて一部予防治山にも転スすべき好機である。心ある

人だほこの点を見逃してはいない。最近は治山治水を主

軸とした林業政策の時代がすぎて，進んで森林盗源増強

のいう支柱と治山治水の支柱の2つによってたてられる

新しい林業政策の時代にスつたのである。しかしこのこ

との意味するものは，治山が軽視さればじめていること

ではない。むしろ林業の経済性の向上は公益I生の向上に

通ずるとの意識のうちに，一層明確に治山の性絡を把握

すべきものとしているのである。

近年急速に土地利用が進象，愈盈各種の産業立地が不

足しはじめている。国土の66％を占める林業立地に対

する，各産業からの要望が高まるのは自然の勢である。

災害のある毎に強い影響をうける謂繩・牧野をはじめ，

沿岸漁簾水域等の関係者，或は叉発電･道路等の公共施

設から森林の保全に対する要望が益を強まってきてい

る。一部の地帯で侭治山事業の遅滞から，農地復旧が俺

び悩んでいる事例さえ生じている。発電ダムの保全のた

めに電源林造成を法細こしたいという希望も出はじめて

いる。一方には叉，海岸砂地の開発のために海岸砂地造

林の拡充が強く叫ばれている。これらはすべて森林の保

全を完うすることによって，他の産業立地保全を確保し

得ることの関連を明らかにしている事例である。今や治

山事業は，災害復旧と云う狭い範ちゅうの験で意識され

るものではないのである。治山事業は正に産業立地造成

事業の繭一環である。土砂かん止の砂防事業とはその性格

や手法において異質のものである。森林保全の侭致は治

山の腫致に通ずる｡このことは北山･吉野･毒侮･智頭等の

有名林柴地の実態を観察すると首肯出来ることである。

水源林造成事業を官行造林え

本年度から水源林造成事業ほ全面的に官行造林え罰か

えることになった。しかし一部継続事業として実施中の

箇所に限り,残事莱の整理のため或は境界確立のため,従

来の通り実施する。この罰かえば都道府県の関係者，地

｡一

一
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若江：民有林治山の動向と事業計画

の経済訪果について」の-項に，次のように記されてい

る。

「公共事業は，公益を目的とする国，叉は公共団体の重

要な建設事業であって，必ずしも私経濱的見地からの承

批判するを得ないが，しかしながら公共性を重視すると

同時に，国の経済活動である以上，投下資本に見合いつ

つその経済効果に対しても十分なる考慮が蝉つれなけれ

ばならないのであって，従来この公共事業の公益性を重

視する余り，無利子の国家予算を没スするに慣れて，事

業効果の財政的並びに経済的考慮が，軽視もしくは無視

されがちであり，事業施行の渋滞，非効率化，予算使用

上の放漫等もここに基因していると思われる点が少くな

い｣。

従来，治山事業の計数的な経済効果は，その因子が多

数で，複雑に関連していること及び科学的な費料の不足

等から算出し難いものとされ，叉軽灸にこれを論ずるこ

とは不見識として大事をとってきたのである。しかし治

山事業の実施に当ってほ観念的には経済効果を最も重視

して，重点的な運営をしてきたのである。最近,林業の

部ﾀ堵は勿論，部内でも目当なしの公共投資に対する頼

りなさから「治山の経済効果を解明すべきである」とい

う要望が高まってきた。今年は国の予算審蔑の段階にお

いても資料として経済効果表の提出を求められたのであ

る。そこで従来，大学，試験場等の研究機関，行政機関

等で公表されている調査報告，研究発表，観測所の測定

の統計等の科学的な資料から，つとめて普遍性のあるも

のをえらんで，基礎係数として活用し，最も妥当性のあ

る関連因子の範囲内で，昭和.32年度事業の朧済効果を

箇所別に積算して象たのである。この計算方式について

は別段定説のあるものではないので，いわゆる試算の域

を脱し得ないが努めて内輪な見方をしていあので，鞘を

妥当性があると信じている。治山課で行った上記の効果

算定についてその概略を説明することとする。

昭和32年度の事業の目標は，

崩壊地復旧 6,433町

はげ山復旧 633町

地迂り防止 103町

荒廃防止 870町

防災林造成 2,537町

・水源林造成 6,000町

計 16,586町

である。このために約48．8億円を投下して，これらの

荒廃地の森鯏上を達成しようとしているのである。この

授盗が林業経営にもたらす効果は，極めて大きいもので

あるが,これの象で高価な投資額の回収は不可能である。

で その後の保安林整備計画

保安林繋備計画の骨子は，主として国土保全上重要な

保安林である水源かん謎林，土砂流出防備および土砂崩

壊防備林について，その配備の適正化と施業の合理化を

図るのが狙いである。次にこれに関連して必要な保安施

設事業（いわゆる治山事業）の計画を確立し，叉特に重

要な保安林で国が管理することが適当なものを所有者と

協議の上貿入れるため計画を樹てるものである。

これらの内容をもった保安称整備計画ば，全国を主と

して流域別に分けた216の地域について作成され，昭和

29年9月中央森林審議会の審議を経て決定されたのであ

る。その実施にあたっては保実体の配備については，昭

和29年から3カ年，保安林の施業に関する実施計画に

ついては同じく5カ年，保安施設事業及び買ス計画につ

いては10カ年間に完了する方針で進められてきた。な

お整備計画が予定通り進めば，保安林の総面積は当時の

約250万町歩から約406万町歩（全森林面積に対する比

率憾約10％から16％）になるわけであり，また買上計

画は10カ年間に約50万町歩の見込である。

右のうち保安称整備についは，その後の進捗状況並び

に予算事情から3カ年計画を5カ年計画に引延ばし昭和

33年までとした。昭和31年3月末現在の保安林面積は

254万町歩で，目標の63％に達している。過去3カ年

は専ら調査に重点がおかれて面積の増加は妙なかった

が，昭和32，33年度において急速に進捗を承る予定で

ある。しかし最近は，木材の需要の急増から，奥地水源

林地帯の開発が進翠，伐採の制限を伴う潅料詣定を忌

避する傾向が強まり，かつ森赫法による補償実施の要請
もたかまってきている。一面には保安林機能の科謝勺な

実証がなされていない点から，保安林制度えの疑念や批

判もおきている。大詰にきた保安林整備えの風当りは仲

凌強いものがある。

雲ま，林業経営における経濱性が極度に向上し，優良

澗崇地化される暁には，保安林指定顎ま不要となるべき

ものである。しかし今日においては理想と現実の隔りの

大なるためにこそ，保安林制庭が必要なのである。

保安林の補償は睡めて難かしい問題である。識者の間

には補償にかえて助成施策を講ずべしとする意見が多い

のであ為。森林計画制度の疫更によって，広葉樹の伐採

制限をといた今日においては，保髪林制度ほ一層強化さ

れねばならないのは常識である。幸いにかねての念願の

保安林に対する伐採調盤盗金融資の道が一般林と同様に

本年から開かれたことは特筆すべきことである。

治山の経済効果について

上記の公共事業特別調査委員答申書の中の「公共事業

《
一

一
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若江：民有林治山の動向と事業計画

勿論この林地の修復によってもたらされる下流地域えの

波及効果をもあわせて算定して按資効率を判定すべきで

ある。しかしながら施工後当分の間は渦錐収益は見込玖

得ないし，例え収益が上るとしても，維持管理等の出識

に見合う程度のものにすぎないので，この算定にあたっ

ては－応留保して積算しないこととした。したがって林

業経営以外の，波及効果の象を積算してみたのである。

この算定の結論の象をのべることにする。

直轄治山についていえばこれは全国の重要流域及び重

要地区19カ所について，継続的に工事を実施するので，

この経済効果朧比較的に精細に算定が可能である。そこ

で本年度の4億円の工事による施行後の持続的経済効果

を算定し，これを利率5％で前価計算し猿算したのであ

るが，これが約14億円となり効果率3．5となっている。

次に補助治山については，直轄治山程には地域的にま

とまりがないものが多いから，まず単年間の効果を算出

することにした。その結果によると41億円の投資に対

して施工後1カ年間の経済効果は約7億円であって，資

本回収には約6年で足りる。今効果の持続年数を10年

とすれば約70億円になり，比率は1．07倍となる。

以上のように治山事業の効果は他の公共事業に比して

効率の低いものでばない。経漬効果を騨定した結果によ

れば治山事業はその災害復旧的意義の重要性とともに，

経済性をも軽視することは出来ないとおもうのである。

尚このほかに海岸砂地造林の効果についてば，精細な

調査を行って，その効果額を算定している。一つの観点

からその効果を説明すると現在する海岸林（防砂林，防

汐林,防風林）約26千町歩によって,永年に亘って増反

された耕地面積は約27千町歩;宅地･道路･工場数等

の用地は25百町歩に達している。河く毛の地がこれだけ

耕細上されていることは，土地の不足なわが国にとって

注目に傭いすることである。叉この海岸赫によって年を

､嬬達されて，貿童物の増収の厩言に浴している靴鐵は，

8万町歩余に及んでいる｡この蝋fの適戊費の累計を

物価清数によって鍵算して瀧蝉すると，約58願にな

るのである。この海岸林の感葱による年に農画伽の収職

額は約70億円である。農業の漁”益を5％と仮定する

と，35億円であるから資亦設下顎58億円に対してば約

6％に相当する。近年，海岸砂地遥赫の拡充えの凄窪が

きわめて強くなっていることが，これによって首肯され

るのである。治山事業の経済効果について，－層科学的

な方法によって適確に算造されるならば，恐らくこれ以

上にその額の大きいことを認識することが出来ると信じ

ている。

昭和32年度事業の内容について

今年度の治山事業の国喪予算は約43億円である。こ

れに都道府県が負担する額を加えると総予算額は52億

6千万円になる。この内容について概説するC

l・保安澗罐備事諜識27,917千円

保安林約22万町歩の揖走解除を行う際の調査礎，

保安林唇識謡量等に要する潅識

2．1錘踏治山事業喪400,000千円

崩壊地その他686町歩の復旧蕊腱の耀裳一北掘薗

5営林局を除く各局えの委託鍵の形態でj惹肖林治

山事業を実施するもの

3． 補助治山事業3,579,367千円

崩壊鮒蝮旧，防災林造成，水沙淋造成鐸等で淵遁

）罷膿が国の補助をもって実施するもの

その内訳は，

山地治山 面稜7,395町歩 3,175,046千円

防災林造成 面穣2,537町歩 255,675千円

水源繩豈成 藺祇6,000町歩 132,800千円

4． 加獄災善噸旧費36,130千円

5． 治山蘂涛調査喪15,846千円

6．1糊U失業対策治山蕊鶯費（労働省予算として計上

され搾野庁え移替えの上実行)100,000千円

7． 地方財露建団体補助率差錘付金217,000千円

地方財政再墨堂割篇臨時措置法による賊攻再麹旨定を

うけた17県は，－般の補助率に更に2割を増加し

た補助金を受けることになっているが，これは沙錬

払いで翌年度に織寸されることになっている。この

予算峡31年罎施事業に対する支織頃である。

合計 4,332,497千円

以上の予算を執行するにあたっての方針の主な点をあ

げると次の通りである。
1．この前謡事業の性絡を流域管理の浬捻におき，保

安獺劃篇琴簔と併わせて，保全効果をあげることを
はかる。このため全国に390の重点地区をとり－

面績約180万町歩一一この地区に全事業量の60%

を投スし，産業立地の保全，民生安定をはかるため

の骨識勺事業を実施する。

2．復旧対策とともに淋業の経済的経営推進の線に沿

い，山地荒廃予防措置をも拡充する。

3． 防災林造成事業のうち，特に潜在地力の資源化を
図るため，海岸砂地造林の急速な拡充をほかる。尚

海岸砂地造称事業については従来50％の補助率を

60％に引上げる。

4． 水源林造成事業は，一部整理事業を残し全面的に

官行造称え切替える。

5．技術改善を積腫的に推進して，事業上の単価切下

げを行い，予算の効率化を図る。

6．山村経済の振興に寄与するよう事業地の選択及び

労務者の雇傭に充分な配慮を加える。

ｰ

＊

‐
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ない段階に追込まれて居り，其の方法として生ずる最も

自然環境の激しい奥地林の開発に伴う予防治山，輸送路

確保の為の，なだれ防止事業，更に崩壊地，地迂地の崖

堆林業地化（崖堆は固定し得るならば自然が耕転した最

良の林業基盤である）が従来の荒廃林地の復旧以上に林

業から求められて居り，叉農業生産等においては森林の

造成により，風害，飛砂害，冷害，潮害，水害からの防

衛をし，単位当り収穫量の増加を得られる様に求められ

て居り，水力発電,工業用水，農業用水沿岸漁業，河川

の維持の面からも，山地からの土砂の流出防止と流水量

の平均化を求められて居る。しかもこれ等は我が国財政

能力の限度において最少の経謎をもって最大の効果あら

しめるべく求められて居るのである。

かくの如く現在の我が国社会から求められて居る治山

事業はどの様な抜細勺根拠によって施行されて居るだら

うか。治山工事の施行事体は簡単に言うならば土木施行

と植生の駁扱いである。ただこの対照となる土砂礫は地

質地形気象的因子により多種多穣の性質をもち，更に

これ等は降水により種々異なった性質に変化するもので

あり，植生も多種多様の土砂礫の性質と気鐡勺因子によ

り非常な差異が現われ，更にこれは叉時間の経過により

変化が現われて来るものである。理想的に言うならば治

山工事はこれ等の問題を熟知し目的とする狙を定め，其

の目的達成の為の最少の経費を投じて施行する事であ

る。ここにおいて問題なのは，土砂礫自体降水により変

化し，叉植生自体時間の経過と共に変化する事である。

現在の処この施行直後から植生が目的のものになる迄の

間の将来に対して，この施行結果に最も影響を与へる気

象因子（降水量）と地震は長期にわたってこの予測は不

可能である。したが､って現在の処一般的にほある安全度

合をもった考へ方で技緬勺根拠は立てられて居ると見る
q■

事が出来る。

我なの諸先輩は多大の苦心の結果，現在我点が利用し

て居る技術を我灸に残してゆかれた。我禽は現在唯先輩

の残された技術をそのま室実行して居て充分であらう

か，もう－度目を我が国の自然環境に向けて見よう。

我が国が地質，気象，地形的に複雑であり激しい事は

前述の通りである。しかしながらこの複雑さは，全国が

同犠に複雑なのではない。現に法律においても特殊土壌

地帯云,々と云う法律もあり稜雪寒冷地帯云含と云う法

律もある。降水量から見ても年間1,000粍以下の処から

4,000粍を越える処もある。土壌にしても非常に粒子

の少さい粘土地帯からガラガラの礫の地帯もあるこの稜

に見て行くならば治山工事の技術の面から見た気象，土

壌の性格の差異が明白なものも相当に出て来るはずであ

る。性絡に差異があるならば当然施行においての対策は

異なって来るべき性質のものである。勿論自然環境がま

＝吾■哩呈癌…ﾛ･;胆■町会雨白面一望一宇■宝ﾛｰﾕ Fr一▼電 画弓b＝でEいふ忌冒王団凸焼

治山事業

の

技術改善 、

－岩岡正喜
r や星｡ーー町空竪 一凸合ひ

我が国においては古来森林の過度の伐採が災害の原因

となり，叉土胤解り用，水利用の面から不都合を生じたた

め－部の森林を所謂瞬留山」として伐採制限をし国土

保全に利用した。さらに叉荒廃した林地からの土砂流

出，水の流出の変化等による悪影響を排除するため，こ

の様な荒廃した林地に対して復旧工事を施行して来た。

これ等の考へ方は我が国のおかれた自然環境と森林の

もつ地表浸蝕に対する抵抗力，根張による根の剪断抵抗

力，森林のもつ保水能力，さらに風力削減作用等と相ま

って今日迄続いており，叉将来も社会環境の求め方によ

り打出し方は異っても森林に対する必要な本質的な考え

方一つと言う事が出来る。今日においては前者は保安林

行政として運営され，後者は治山事業として運営されて
居る。 ～

さて治山事業の技術の改善について述べるにあたっ

て，まず我が国の現在の環境を見なくてはならない。我

が国の自然環境が地質，気象,地形,土蝉勺に複雑であ

り，激しい事は今更言うまでもない。それが為に古来災

害を操返して居る。これ等災害による損害額とその災害

復旧費は莫大なものである。しかしながら叉裏から見れ

ば，この複雑さ，激しさが我が国に沃土を与へ水田農

耕，水力利用を与へ森林植生を与へて来たと見る事が出

来る。しかしながら過剰人口に悩寮され，好むと好まざ

るとにかかわらず経済活動の活発化，生産力の増大化を

しなければ生活水準の引下をせざるを得ない今日の我が

国の総ての関心は，この自然環境を郭侵し更に利用し，

経済活動に役立せんとの努力をして居るのである。治山

事業の場においてもまったく同様な問題が進展しつつあ

る。すなわち林業においては林産物の禾順の合理化は多

大の努力により着々成果は修められつつも現在のままの

森林の生産力は林産物の需要量を充足する事は不可能で

あり，最大の努力を森林の生産力の増大に注がざるを得

《
筆
一

隅

｜
《
）

筆者・林野庁治山課長補佐
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岩岡：治山事業の技術改善

つたく同一のものが面穣的に広く存在すると云う事は科

学的には絶無であらう。しかし施行対策から見てのタイ

プの分類は不可能ではない。科学の進歩は分類に始まる

と云われて居る。分類から始ま､つた分折が細部の点に至

る迄進むとまた重箱の隅をつうつくの欠点が出てくる。

大局を忘れた科学技術は所謂道楽になる。大局を忘れず

しかも細部の分折こそ必要である。

かつてアメリカ合衆国へ土壌浸蝕の問題で視察に行か

れた方の話を聞いた事がある。アメリカにおいては全国

の気象，土壌地形，土刈豚堀等の面から全国を地帯分類

しその各為に最好適の技術上の指導が出来る様な研究組

織が出来て居ると開かされた。現場の第一線はその指導

により適切な対策を比較的容易に短時間で計画し実行し

て居る由である。誠に適切な方法ではなからうか，我が

国で目下最も必要な事はこれではなかろうか，何にでも

何処にでも適要される方法は－方においては何にも，何

処にもずばり御明答のものでないと言う事が出来る。し

たがってそれには無駄が多いのである。

更に問題は前述した如く，いよいよ土地利用の高函b

が進み，林業の経済性の向上が進承つつある時，復旧治

山から予防治山に進む必要の生じて居る段階においては

各タイプの分折こそ予防治山の極め手の目度を見出す唯

一の方法である。

林野庁においては目下以上の如き構想から事業の第一

線再教育の為に各タイプ（目下の分類は地殻構造， 土

質，気象的因子により特徴づけられるものから遂次進め

て居る）に分類し中堅指導層に対して考へ方の現地講習

会を進めて居る。今後更に科学者，研究者の指導協力を

得，この構想が進むときには治山事業の技術ほ－大進展

を見るであらうし，経費面においても国民の期待に答へ

る事が出来るであろう。事業そのものも進展する事であ

ろう。

垂

一書評一

野村勇著「林業経済論」
ここ30年ぐらいの間に近代経済学幟めざましい勢で

進んできているが，その成果を林業経済研究にとりスれ

る事は容易でない。というのはその理論が難解であると

いうばかりでなく，その方法論に大きな相違があるから
である。すなわち近代経済学は基本的に需要分析を中心

としているが，従来の林業経済論は生産論に終始してき

ているからである。例えばR･ゴツドベルセンの「林業
経済論」(R.Godbersen:Theoriederforstlichen

Oekonomik1926)をぶても，林業を構成する要素と
しての土地，資本，労働の分析を中心としている。とこ

ろが近代経済学では需要分析から始まるから，もしその
分析方法をとりスれようとすれば全体系を最初から組承

なおさねばならない。之は全く大変な仕事である。

しかしだからといって林業経済研究をいつまでも古典
経済学の応用段階にとどめているのでは進歩はあり得な

い。その書きなおしが困難であるからといってそのまま
にしておいたのでは研究が遅れてしまう。誰かがそれを

やらねばならない。その期待に答えたのが，このたび出

版された野村勇氏の労作「林業経済論」（昭和32年3月
林野共済会発行）という事が出来るであろう。

本書は近代経済学に造詣の深い著者が「新しい7脚識
済学」の樹立を意図して書いたものであり，内容は広い
範囲に亘っているが，大別すると次の三つの部分に分け
られる。すなわち，林業経済研究の範囲と方法について

論じた部分（第1章一第3章)，林産物の価緒及び市場
について運論的実証明分析を行っている部分（第4章一

第10章)，以上の分析を通じて得られた成果を政策と結
びつけて論じている部分（第11章一第14章）である。

著者は叢ず林業経済の在り方について固有の範蕊とし

てのそれを認めない。つまり「赫業経済学とは林業に応
用せられた経済学である」（7頁）という認職から出発

している。尤もこの認識そのものは著者だけのものでは

ない。しかしその立脚する経済学が近代経濱学であると

ころから，その認識は従来の林業経涜諭が立木生産過程
に限られていたのを斥け，「生産理論はあくまで林業経
済の一部分にすぎない」（5頁）という態度をとらせる。

そしてこうした考え方から，分析は林産物の需給分析，
市場分析に向うのである。 、

本霄の中心をなす林産物の需給分析，市場分析はまず
理論模型の分析から始まり，その基礎固めをしてから，

次に我国の現実の姿に接近するというやり方が進められ

ているが，この分野はいままで殆んど研究されていなか
っただけに顕著な成果をあげている。例えば我国の木材

や木炭の需要弾力性，価路弾力性の測定などは初めて試
承として成功している。また重層的溝造をもつ林産物の
市場繊造の分析も豊富な資料を駆使してうまく纏められ
ており，興味深く読むことが出来る。

最後の政策について論じた部分は著者の「経澄学は実

践的でなければならない」（著者まえがき）に出たもの

で，林政の霊的な方策にふれている。すなわち箸者の
考えによれば「日本林政の基本的方策は林木生産過程よ
り加工部門あるいは流通過程室でを網羅した林業経浩の
近代化でなけれぽならない」（261頁）という。しかしこ
の部分は着想としては随めて示唆に富んだものが多い
が，具体策として熟しているとはいえない。然しとにか
くいろんな意味での問題作であり，野心作であることは

疑いない｡本書の序文の執築者である野村進行博士がい

われているように「本書はいずれかの批判に対しても安
全堅固な構えを保持した」ものでばないが，「その説く

ところは甚だ大胆率直で，多くの含蓄と示唆に富暴，そ
のなかには将来の飛躍的な発展を約束する多くの萠芽的

理論を含んでいる｡」（序4頁）林業経濟研究者ばかりで
なく，赫業問題に関心をもつ人達にも教えるところの多
い好箸である。

（九大助教授黒田迪夫）

｡

り

一
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治山とその研究の問題点

川 口武雄

第1期の継綻であったが，第1期に比して拡大されたの

は，諸産業の行詰りによる農山村の失業対策としての時

局匡救事業としてであり，治山はその保全的性路のほか

に失業救済としての社会経済的性格が重要部分を占める

にいたった。そしてまたこの時期の後半には，土身豚1用

高庭化の思想が一部スリ，崩壊予防の予防治山工が顔を

現わしたが,戦争のためストップ状態とな､ってしまった。

戦後は戦時からの山林の荒廃，戦後の連年の水害頻発

に対処するため，また人口問題に深く根を下ろす土地利

用高庭化の思想により，非生産地を生産地化する産業的

性格も加えられ，治山事業ほ保全目的，社会経済目的j

産業目的と多目的な性絡を以って非常に進展し，荒廃地

域の国有林としての買上げなど保安林の整備も行われ

た。しかし戦時の空白がある程度埋められた今日，森林

の国土保全檬能は従来信ぜられたごとく絶対のものでは

なく限度がある輿ことが次第に明らかになり，予防治山と

しては何らかの別の手段も必要であるという保全面から

の要請，また国有林祷別会計の独立採算制や奥地林開発

など林業の経済性向上にともなう産業面からの要請，さ

らに治山事業の経済効果ほ果してどれだけのものであ

り，また保安林制度の検討，確立が必要であるなどの社

会経済面の要請がはなほだ多く，治山，保安林はその進

路をいかに採るべきかを，慎重にかつ早急に決定し厳け

ればならぬ段階に立ちいたったものと考えられる。

治山事業の問題点

治山事業ぽいかにあるべきか，またはいかにしてその

低鯛上をはかるべきかを考えるに当っては，その考え方
の基礎となるべきつぎの諸点は人によって非常に見解を

異にし，どれが問題の解決を阻んでいる－因でばなかろ

うか。

（1）治山の責任（目標）

山地からの士石,洪水の流出ほ,人為的原因によるも
のもあるが，大自然の営力の結果生ずるものが大部分で

ある。これを完全に防止するのが理想であるが，現実に

は不可能であろうし，また可能としても天文学的な経鍵

を要することであろう｡治山はこの土石,洪水の流出防止

に対してどの限庭童で責任をもつべきものであろうか。

例えば台風に対しても，気象ではその進路の予知など

消侭的対策のみで方向転換など種極的対策にいたってい

ないが，治山では台風により生ずる士石，洪水の流出軽

減の自然改造という積極的対策の域にあり，少なくとも

まえがき

明治の末期に森林治水事業として始めて制度化され，

以来着たと実施されてきた治山事業も，その半世紀にわ

たる歴史は決して平穏無事なものとば云えず，各時代の

治山関係者ほそれぞれの時代の問題点に対処，その解決

に苦慮してきたものといえる。

同様漣やはり今日においても，治山事業の経済効果，

低廉化,林業上の位置など，治山関係者は解決を迫られ

ている問題点の数多くに逢著している。これら治山事業

および治山に関する研究について，結論というよりは筆

者の見解による問題点を提示して，林業技術者その他広

く一般の理解と協力を求めることを主目的とし，以下思

いつくま室に述べることとする。

治山事業の歴史

まず治山事業の問題点を提示する前に，問題点をより

明らかにする意図の下に，治山の歴史に簡単に触れてふ
よう。

第1期森林治水頚業は明治44年度～昭和10年度ま

で2,600万円（当時の金額）の経費で，荒廃地の復旧，

公有林野官行造林，森林組合の設澄などが行われた。第

2期森林治水事業は昭和12年産～23年度まで7,550万

円の計画で，荒廃地復旧，遊水林造成，水害防備林造成

などが行われ，結局1億2,600万円の経費を以ってして

も，その後半は戦争のための事業量縮少,戦後の物価高

騰により，昭和12年度～21年庭まで2,500万円の計

画で地;二防止などを行った災害防止林業施設とともに，

その目的を十分に達成できなかった｡戦後は山林の状況

一変に対処して昭和21年度～22年度に行った荒廃実態

調査結果にもとずき，昭和23年度から公共事業の治山

事業として，山地治山施設，海岸砂地造林，防災林造
成，氷源林造成などが行われている。

さらに以土を内容的に検討して承ると，第1期森赫治

水事業の時期は，森林の国土保全機能は絶対であるとの

信念の~ドに，危険地域，重要地域の森林を保安林として

存置することが予防治山であり，これと荒廃地に復旧治

山を行って林地に還元することが治山工であるとして，

治山の性格を保全的性格すなわち災害防止の承を主眼と

しだ時代と承られる。第2期森林治水事業の時期には，

《
）

b

《
）

筆者・林試防災部防災第一科長

－16－



川口：治山とその研究の問題点

に老朽しないのが理想であるが，これには莫大な経喪を

要し，強度，耐久度は与えられた経費に応じて限度があ

るといえるのではなかろうか。

（6）治山の対象となる場所

a上汐減､下流か

士滴流出の観点では下流地域荒廃整備が優先すべきで

あるが，土石流下の媒介者であり氾濫の原動力である洪

水頂低減には上流水源荒廃整備が優先すべきである（盗

源調査会費料45号森林の治山治水機能と治山対策の

考え方39~41頁参照)。いずれを主体に考えるべきで
あるか。

対象となる面稜などから考えれば，上流臓森材蕊備力§
主体となり，工作物による整備ほ下流が重点となるので

はなかろうか。

b海或保全か局所防災か

治山ほ流域全体の保全を考えて流域保全を行うべき
か，あるいば流域の被害はなはだしい－局部を守る局所

防災を行うべきであるか。また，両者行うにしてもその

いずれを優先すべきであるか。

受益者の範囲や治山本来の公共性を考えれば流域保全
が主体であり，少なくとも国費を主とする治山は流域保
全で，局所防災ほ地方費を主とすべきではなかろうか。

c荒廃地,保安林か全森称か

治山を復旧治山，局所防災と考えれば，その対象は限
られた面積の荒廃地，保安林となり，予防治山，洗餓保
全を主体と考えれば，その対象ほ荒廃地,保安林を含め
た広い全域の森林と'でもいえることになるが，いずれを
とるべきか。

治山を災害防止という狭い範囲で考えず，士肖解り用高
閏上，資源の保全という積極的な広い範囲で，また後に
述べる林業との関連を考えた場合当然治山は全森林を
対象にすべきではなかろうか。

人為的原因による土石，洪水の流出幟防止しなければな

らぬが，それ以上はやはり与えられた経費に応じて責任

の限度があるといえるのではなかろうか。

侭）治山の性格

治山はその歴史が示すごとく，保全的性格，社会経済

・性格，産業的性柘の3つの性格があると考えられる

が，そのいずれが主体を占めるべきであろうか。

これは今日までの発展過程が示すごとく，治山は当然

多目的な性緒であるべきで，いずれか1つの性絡に限定

する必要はなく，3者のウエイトは時によりまた場所に

より異なるものではなかろうか。

⑧治山の対象となる時

治山は大洪水，大地震など災害時に備えるもので，そ

れ以外の平時には意義を有しな､､ものであるか，治山の

対象となる時ほ何時であるべきか。

もちろん，災害時の被害を軽減することが治山の効果

を-般に認識させる最良の方法であるが，水害時に暴威

をふるう土石流も，平時の山地からの流出土石が源であ

る沢の堆積物が水害時に下流漣流出するものが多いな

ど，平時艤決して災害時に無関係でないこと，また土地

利用高度化にともない水盗源への要求は加速され，平時

の倒性的被害も累積して大きなものであること，さらに

森林の国土保全棲龍もその平時における役割りは－般の

認識以上に大なるものがあること，を併せ考えると，治

山の平時における意義ほ現在よりも強力に主張されても

よいのではなかろうか。

（4）治山発効の時期

治山は施行稜す蕊やかにその効果を発揮することがの

ぞましいのは当然であるが，速効性がないものはすべて

惹蕊を有しないものであろうか。治山はどんな時期に効

力を発揮すべきであるか。

例を荒廃地緑化にとると，経費が計せば早期緑化を施

行することは保全目的，産業目的などからして当然であ

る。しかし，仮すに時を以てすれば自然復旧可能な荒廃

地では，その脚部に簡単な土砂流出防止工を施行し，荒

廃山腹を自然復旧に任せることは，施行直後の効力は少

なくても，災寄まくりかえされることが多いため，ある

期間後の災害に対しては早翻緑化を行った場合と同様の
効果を発揮する。すなわち，遅効性ではあるが経費は低
廉な方法も考えられる。

（5）治山工作物の強度，耐久度

治山工作物も一般の工作物と同様に購造，材料などの

如何によって強度,耐久度に繩界がある｡この強度,
耐久度をどれだけにとるべきであるか。

強度はいかなる破壊力に対しても安定，耐久度は永久

一

』

一

以上思いつくままに問題点を列挙したが，各問題点ご

とに筆者の結論めいたことを述べた真意ほ，問題点に対
して一つの考え方をすればこうであるという例に過ぎ
ず，当然この例と異なったあるいは逆の考え方も可能で
ある。こうした問題点が検討されこれに対する考え方が‘
確立されることが，治山の進路を決定する上に最も早道
ではなかろうかとの意図を強調するのが趣旨であり，前
記の結論めいたことば筆者自身も決して結論とは考えて
いないことをおことわりしておく次第である。

治山と林業の関連

つぎにやはり治山の問題点の－階つと考えられるが,治
山と制蕊の関連あるいは治山の林業上における位磁とい
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を有する土地利用合理化のための林業の一割端と考え

て，両者歩承よってあわせて100％満足させることば可

能である。すなわち，治山は災害防止も行うが林業経営

でもあり，山地の合理的利用をはかるものであるとする

ことである。

やや具体的（といっても－般論として抽象的にならざ

るを得なﾙ､が）に例をあげると，山地という広大な面稜

を対象とする以上，森林の国土保全機能には限鹿があっ

ても，その限度まで最大限に森林を活用して災害防止を

はかり，森林の織畠だけでは不足する部分を土木工事で

補う。その土木工事も堰堤に例をとれば，下流への土石

流出防止あるいば復旧治山の見地よりは林地拡大の山脚

固定あるいは林地保護の予防治山の見地を主体とする。

そして林産物採取特に奥地林開発には林道が不可欠であ

る以上，林道の釦坂，盛土部分の保護や林道設置にとも

なう土石流出の阻止も穫極的に治山として行う。保安林

も，崩壊防止機能には限度があり，表面侵蝕防止には地

面被覆物が重要であり，洪水防止には位匿が重要であ

り，また放置していてはのぞましい林令，林相の維持が

不可能なことを考慮して，利用しながらのぞましい状態

を保つようにする。地迂地なども森林の国土保全機能の

限界を越すものは，繼二防止だけでなく地;二地の林業的
利用を重点に考える。以上簡単には称業にプラスある治

山を行うということである。

一方林業経営自体も森林の国土保全機能がその限度ま

で最大限に発揮できるように，伐採，擬出，林道設置な

どに保全思想を取りスれて慎重に行い，保全は－部面識

の保安林が担当するという考え方よりは，全森林が分担

するものとして，森林の間接効用を利用することは当然

林業経営であり，談極的に治山を林業の－部として考え

ることである。さらに，山村経済を考免れば治山は大き

なウエイトをもつものといえよう。要嫁山地の合理間癖1
用ということで，治山と林業の一体化をはかるべきでは

なかろうか。

国有林においては，国有林経営の－環または経営結果
による経治山と国有林経営の結果によるものでなく－般

公共的な、治山とに分け，前着ば幟U会計，後者は公共
事業費によるべきもの‘との考え方が固まりつつある。た

しかに寅任，財源の見地では明鯛上する考え方である

が，現地をそのいずれかに区分するのに困難な場合もあ

ろうし，また民有林も含めた全林業を対象とした場合，

公共事業喪の治山を林野庁系統で実施することは，やば

り治山は林業の－部であり，森林の国土保全機能の維持

費，森林の織層だけでは黍足する分を補う施設費,､保全
目的のために森林の直接効用としての経浩性が制限，低

A

第1 図

うものが，治山の進路を定める上の重要問題であろう。

この点に関して玄ず－方の極端な考え方をして承よ

う。治山には国有林特別会計によるものもあるが，大部

分は公共事業費である。公共事業の主目的の民生安定，

下流（経済効果高い地域）への災害防止を考えると，例

を堰堤にとれば第1図の山地の最下洗A地点に堰堤を設

けるのが貯砂効率が高く（-股に下銅緊ど堪堤の貯砂能

はよく，全流域のどこからの流出土石も留止される可能

性があるが，第1図のB地点のごとく流域内のｰ支流に

堰堤を設けると，上流ほど貯砂能は悪く, Bより上流か

らの流出土石は留止されるが，それ以外の洗域からの流

出士石にほ影響がないとの量的見地からいわれるが，運

動のエネルギーに変わるべき位霞エネルギーは上流ほど

犬で質的には問題がある）のぞましいことである。この

考え方では治山は材業と関連がなくなる。

以上と正反対の極端な考え方をとってみよう。治山は

林野庁の系統で行う以上林業であるべきで，産業的性格

からしてかならず植樹が行われるもので，堰堤などの土

木工事だけのものは治山ではない。

両署とも治山を単一な性格に限ることからの考え方
で，前者は治山を保全的性格の象とするもので，後者は

産業的性絡のみとするものであり，これほど極端ではな

くとも前者的な考え方は治山関係者に多く，後者的な考

え方は治山以外の林業関係者に多いのではなかろうか。

しかし，前者の考え方を押し進めれば，治山は建設省の

砂防事業と異なるところなく，しかも治山よりは下流の

砂防事業，さらにそれより下流の河1I事業が重要という

こになるのではなかろうか。蓑た林業と関連のない治山

を何故に林野庁系統で行うかの疑問が起る。後者の考え

方に対‘しては，造林の地鏥的意義の山脚固定の土木工事

は林業の－部とは考えられぬかの反問と，何故公共事業
費の中に治山と.いうものがあるかの疑問が生ずる。

この両者の考え方をおのおの100％は満足させ得ぬ

が，治山を保全，産業，社会経済的などの多目的な性格

《
〉

心

《
）
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下する場合の補償費などの意味で公共事業費が支出され

るべきであるとの見方もできるのではなかろうか。

治山研究の歴史

治山の研究の問題点に触れる前に，やはり簡単に研究

の歴史に触れて承よう。

大正から最近までに出版された関係の教科書的なもの

についてゑても，砂防工学という題名のものが大部分

で，内容も保全的性格,土木工学的なものが主体を占め

ている。もちろん林野庁関係の技術者によって著わされ

た一，二の書には，治山の語を用い産業的性格も織り込

まれている。大学においても森林工学のｰ部としての砂

防の講座であるのが多く，保全，産梁，社会経済などの

多目的性格を有すると考えた治山の学問的体系は確立さ

れていない。ただ近年の著書(荻原貞夫森林理水・砂

防）では，治山は荒廃地復旧と同時に現存する森林の保

全的取扱いを含承，治水にほ河1I改修と同時に荒廃渓流

に施行する狭義の砂防工事を含承，広義の砂防事業は治

山の－部である荒廃地復旧と治水の一部である渓流工事

を対象とするものと解してよいであろう，とあるのと，

建設省系の砂防技､清には治水砂防（治山に対する用語

と解される）の語があることからしても，復旧治山，予

防治山,森林理水§森林の保全的取扱いなどを含めた治

山の研究体系が確立されるべきであろう。

林野庁関係でも，第1期森林治水事業とともに林業試

験場に40箇所以上の森林測候所が設置されたが，試験

内容としてば基礎的な山岳気象,森林気象の研究が大部
分であった。第2鄭森林治水事業で森林測候所は森林治

水試験地となったが，試験内容としては第1期の継続の

ほかに森林理水，雪に関する研究が加えられた程度であ

る。狭蕊の治山に関する研究が定常的研究として行われ

たのほ，戦後防災試験として再出発してからであり，比

較的歴史は短かい（林業試験場防災部資料3号林業試

験場防災関係研究業続目録参照)。府県林業試験場でも

新潟県林業試験場ただ－つの承が海岸砂地およびf睡二地

の研究を行っている。事業としての治山は活溌に行われ

ているのに対し，治山の研究が不活溌であるのは，治山

の研究の困難性と体系づけが確立されていないことも意
味する｡

砂防の著書にしても比較的新しいものだけに，砂防の

対象とする現象が原因，形態などの見地で分類,体系ず

けが行われ出した程度で，目的とする工法に関しては総

論的あるいは公式的であり，適地適工の記述がほとんど

ないことば，その局地的差異のはなはだしいことと，研

究対象として困難性あることを示すものであろう。 ま

た，活溌に行われている現地の事業は，研究の観点では

貴重な個盈の実験結果であるのに，その割に治山技術者

による研究発表の少ないのは，やばり研究としての取扱

いの因難さが原因するところが大であろう。

治山研究の問題点

以上のごとく治山研究は，治山事藻の歴史に比して，

問題の複雑性が災いしてか非常に若いというか遅れてい

るといえる。治山科学にもとずいた確固たる治山事業を

発展させるためには，治山の研究が急速に進められるこ

とがのぞましい。この治山の研究を進めるにあたっての

問題点を思いつくまま以下挙げて承よう。

（1）研究対象の複雑性

治山に関係する因子は非常に数多いと考えられる。し

たがって，あらゆる場合に通用する－股法則を求めるこ

とは困難である。例えばある治山工の必要な数量Zは，

傾斜量xと降雨量yから定まり（実際にはこんな簡単な

ものでなく，もつと複雑なものである)， その閲には，

Z=2xgyの関係（これは結論として出ることであり，研

究の最初にはわからぬことである）があるとしても，研

究分析の段階としてはxのある値例えばx=2の場合に

ついて研究すると, Z=ay(aは常数, Z:=2xgy式に

X==2をいれることになるが，最初2xgyの2の数字も

わからぬものなので結果は常数aとしてしか得られな

い）となり，さらにx=3の場合について研究すると，

Z=by(bは常数，x2の形もわからぬことなので'aと

違った常数bとなる）となり，これを重ねてようやくZ

はyに比例することがわかる。今度は逆にyにいろいろ

な値を与えた研究を行って,Zはx恩に比例することが

わかり，両者を併せてZ=cxgy(cは常数）が判明し，

常数cを決定する段階になって，最後にようやく－般法

則Z=2x2yが得られる。

分析を充分行って最後に綜合して確固たる－股法則を

得るには，研究成果が溌承重なることすなわち時間を要

するので，分析を行っていく一方，現在までの成果を活

用してすべての場合に通用するとは云えないが，現在段

階では満足できる仮の－股法則を立てる綜合も必要で，

絶えず分析と綜合が併行されていくべきであろう。 ま

た，学としても基礎学としての地質学，気象学，土壌

学,植物学,土木工学などの多くの学に通ずることも当

然必要であるが，さらにそれらを手段として綜合された

治山科挙とでもいうべきものに通ずることがより必要で

ある。

②研究対象の局地性

治山はAの地に適した工法が必ずしもBの地に適する

とほ限らず，法則，公式は一般性，実用性が少なく経験

をもととする以外ないとよく云われるが，これは対象が

一

弓

！
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局噸勺に非常に差異があることを意味する。これはどこ

にも適合する法則，公式が困難であるため，ある限られ

たあるいは標準的な条件での法則，公式（前に仮の－般

法則と呼んだのも同擬な意味になる）しか求め得られぬ

ので，これを異なった条件の場所に適用するにはいわゆ

る勘で修正する現状であるが，この勘を科執約体系ずけ‐

するのも研究の重要問題であろう。

ヨー戸シバ洗の渓間工事と近畿のはげ山に起った山腹

工事をもととして全国にひろがった日本の治山も，対象

とする各流域ごとの特性を明らかにして，それに応じた

適地適工を考える研究段階に入らねばならない。

（3）研究の重点

治山の研究といってもその対鐵とする範囲は広い。研

究には時間を要することと，限られた研究陣容，間獣〕で

は，その広い範囲から－部を取り上げて，それを重点的

に研究することになる。例を林業試験場の狭義の治山の

研究にとると，林業の一部としての治山の確立の見地か

ら，ここ数年前から森林の山地荒廃防止機能の限界（保

全の見地からの森林の量的表現，例えば根，草を含めた

密度の表現などに困難性はある)，早期緑化法の改善の

研究に重点が置かれており，今後これに予防治山の研究

（将来の災害を予測する確率的な面に困難性はある）を

加えたいと考えている。復旧治山の土木工事的なこと

は，適地適工の見地では不充分であるが一応の一般法則

があり，後に述べるように現地試験の困難な面もあるの

で，結果的に研究の重点となっていないが，現在の治山

の経費の大部がこれであるという見地，またこれに現在

大部分の労力を蓋消している末端の治山現場の立場から

みると,研究の重点がずれているという批判は当然ある。

将来の大問題に処すべきか，現在の小問題に処すべき

か，あるいはどの方面の要求に応ずべきかなど，研究の

蕊をどこに置くかが問題であり，研究には時間を要す
るだけに研究者の立場では頻をたる重点の変化は不可能

といえる。

（4）現地試験の困難性

戦後研究分野では新しい統計方法とこれにもとずく実

験計画法が盛んとなり，これによらぬ試験は試験にあら

ずとまで極論する向きもある。戦前から行われている森

林理水試験（水源酒謎試駒の併行法による流瞳測定

（釜淵，高島などの試験がこれに当る）は，すでにこの

実験計画法の思想を取りスれていたことになるが，長期

間を要するとの批判が多い。ところが長期間をかけても

この実験計画法による試験は不可能なことが治山の研究

には多い。例を堰堤にとると，第2図のごとくA～Dの

4つの異なった設計の堰堤の効果を比較する試験は，そ

○○Q○
A B C D

第2図

の堰堤の背後の流域は4つとも同一（面識，形，地質，

地被状態などあらゆる条件）で4流域に降る雨も同一で

なければならぬ。こうした自然の4流域を見出すことは

困難であるが，もし人工的にそうした流域をつくれば，

平時における効果の比較は可能ともいえようが，災害時

の状態ほ待っていても何時くるかわからぬので，人工的

に4流域に同一の災害時の状態を起すことは不可能で，

災害時の効果の比較ばできない。

災害時の効果比較は，大自然が起す天然の災害が現地

実験であるので災害時の調査から推定するか，人工的に

可能な小型の模型実験を行うかになるが，前者は異なっ

た条件の流域の結果からの推定法，後者は量的な現地と

の結び付け方法に難点があるが，両者併行して大体の傾

向をつかむ方向に進む以外になかろう。

以上の点からも各治山現場の事業ほ斑重な実験結果で

あるので,その記録が保存され発表(治山研究会機関誌

治山はこれに好適）されることがのぞましく，また理想

論かも知れぬが，特に公表ざれにくい工事の破壊などこ

そ得難い研究盗料であるので，これらが是非研究盗料と

して使用，発表できる態勢がのぞましい。

む す び

以上日頃漠然と考えていた事を，きわめて短時間の間

に再考の余裕もなく早急に記したため，前後矛盾，慎重

を欠く，批判がましいの諸点が多かろうことと，治山関

係者以外を主対象とし，また治山の事業と研究の密接不

可分（研究の方針が治山事業の動向によって決定される

面が多い）を強調する趣旨で，筆者の職分の研究を逸脱

した点が多かろうこと，とを危倶している。

元農林省林業試験場札幌麦場長林行五序
北海道永I｣J農業高等学校教諭梅津勝義署

改訂林 業 生 産（1）
A5判 8準横組挿ス写真図表頒売価格

増補改訂第4版376頁177枚430田〒50円 ’

《
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《
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北海道大学農学部教授林学博士大沢正之序
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緑化促進によるハケ山の早期復旧
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ハケ山あるいは溌莞地は，どのような方法で復旧ある

いは緑化改良していくのがよいかということになると一

概にほいえない。すなわち，治山治水効果だけをさし当

っての目標とするか，あるいば，これ以外にマツ類を主

体とした経済隊，薪炭林，その他土壌の物函生のよい花

崗岩地帯では特用樹,果樹,飼肥料給源地というような

ことも考えてよいので，これら他の経済的叡深をも同時
にどれほど謝待して茄鐸を行っていくかということな

ど，目的によって，その方法は当然異ってきてもよいと

思われるからである。

しかし，いずれにしても砂防本来の姿であるべき植生

による土地の鶴農ということによって，典に安定した治

山治水効果が謡箪できるような山へと早急に導いていく
ことが必要である。

このような意味から，瀬戸内海沿岸地方に広く分布す

る花崗岩地帯のハケ山あるいは荒廃地を対象とし，高島

分場隣接の試験地，鉾立試験地，呉の国営砂防地，玉野

の緑化綜合試験地等で，関係局署および治山治水協会そ

の他多くの方灸の多大の御協力を得て，樹草の種類，お
よび生立密塵I畔ﾄの種類，および施用蚤，地鏥え方法

その他ジカ播方法，ジカざし方法などについて重ねて試

験あるいは調査を行ってきた。

ここに，これらの結果を要約して承ると，早急な緑化

という目的を達成させるための必須条件としては，法切

りや階段作りというようなことより，まず好適な樹草，

充分な施肥，ジカ播法あるいはジカざし法も活用した充

分な生立本数，ということについて考えなければならな

いということができる。以下これらの問題について，そ

の要点を簡単に述べて識よう。

1．好適な樹草の種類

ハゲ山や荒廃地では，普通林地の場合と異り，樹草の

種類によってその生長量に著しい差があらわれてくるも

のであり，したがって，用いる樹草の種類の適否という

ことが緑化がうまくいくか，いかないかの1つの大きな

分れ路となる。

1）樹類

第1図はハケ山において代表的な樹種の樹高生長域に

ついて比較試験した結果を例示したものである。これで

わかるように, M慨斗憾充分なほど施しているのにかかわ

らずアペマキとか，ポプラ類は，ハケ山では承るかげも

ないほど生育は貧弱であり，また，クロマツもその初期

の生長はきわめておそい。

これらの樹種にくらべて，マメ科，ハンノキ属など根

樹高純
知
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第1図樹種別上長生長量

瘤をもっている肥料木類には，早急に庇磯な生長力を発
揮してくれるものが多く，しかも土地を肥培していく効

果も大きい。すなわち，高木類ではフサアカシヤ，ニセ

アカシヤ，青島トケナシニセアカシヤ，ヤマハンノキ等

が特に生長がよく，オオパヤシヤプシ，ハンノキ等はこ

れに次ぎ，他方,低木類ではヤマハギ，イタチハギ等が
急速に繁茂するすぐれた樹種であるといえる。早期緑化
をほかるためには主にこのような生育旺盛な樹種を用い

る必要があるが，このう･ら，常緑性高木のフサアカシヤ

は生長が著しく旺盛な樹種として特筆しなければならな

いものである。すなわち，フサアカシヤは第2図の通り

肥大生長もすぐれて旺朧で，植栽後4年3カ月目の材積

僻生長の早いニセアカシヤのなお8倍あまりに達してい
たというほどで,その生長量は各試験地においてほとん

ど例外なく他の樹種にくらべて桁はずれに大きく，しか

も，謂振，パルプ，タンニン資源などとして多くの利用
面をもっているので，今後大いに導スしていくだけの価

値があるきわめて重要な樹種といえよう。また，フザア

カシヤは風に強くないということはあるが，常緑性で冬
の,侵蝕防止効果という面からみても好ましい樹種であ

る。フテアカシヤと同属のモリシマアカシヤはこれと同

様な用途をもち，タンニン含有量，生醒童というこ．とに

おいてもプサアカシヤに劣らないが，澗獅ﾖ内海沿岸則端

a

７

‐

筆者・林業試験場京都支場
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ぐれた罰ﾃをもっている。そのうちでも，特にウイーピ

ングラプグラスは野生力が非常に強く，乾燥の激しい山

腹や尾根筋でも著しくよく繁茂する多年草で，今後大い

に活用していきたいものと思う。またケンタッキー31F

は常緑性で，乾燥にはウイーピングラ.プグラスほど強く

ないが， 耐蔭性がきわめて強く， 童た耐水性も強いの

で,下草用や渓間用として適当である。他方メヒシバほ

’年潭で冬枯れるが,堆美をはってよく拡がり,各節間か

ら根をおろしてよく繁茂する帷罠があるので，地表面を

年内に早く祇嬢するには大へん好都合な草といえよう。

2．充分な施肥

樹草の種類の選定とともに，綱この成否をきめるほど

の大きな役割をもっているものに肥料の問題がある。

前後数回にわたり，無肥料区を設けて肥料試験を行っ
たが,肥料を霞つたく施さないで植栽した場合は，写

真’にも承られるとおり，緑化は－歩も進まないばかり

か，逐次姑損し,､また植栽のときに掘り動かされた淫土
砂も’～2年を経過しないうちにほとんど流亡して，も

との荒れ果てた状態にもどるのが常である。すなわち，

花崗岩地帯のハケ山や荒廃地といえども，風化にともな

い逐次肥料成分も析出されてくるとは思われるが，腐植

もほとんど含まず，肥料分を吸着する力が極めて弱いこ

れらの土壌では，’職斗分の流亡が甚しいためか，植栽や

播種した樹草の健全を保たせるに足るいう程の肥料分の

持ち合せもないところが多いので，肥料木を用いるとし

ても施肥を行わない限り緑化の目的は達せられないとい

っても過言でなかろう。

では,どのような施肥を行ったらよいかということに

なると，土地によ‘って異ってくるので-概にはいえない

であろうが，以下ほぼ妥当ではないかと思われるところ

に目安をおいて簡単に述べて承たい。

1）肥料の種類

単位面積当りの窒素，燐酸加里の純成分量が，それ

ぞれ－定となるよう加用配合して施肥する場合について

承るとき，現地で得られやすいコシダ等のシダ頚は分解

がおそく，あまり好ましくないが，堆肥，生藁など有機
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第2図樹種別肥大生長鉦

ではなお寒害をうけることも少なくなく，この点いくぶ

ん危険性があるように考えている。

なお，渓床地では根張りが早いとか，不定根が発生し

て土砂の移動に比i蝿勺耐える樹種が望ましい。このよう

なものとして，排水のよいところなら高木類ではニセア
カシヤ，青島トケナシニセアカシヤ，ハンノキ，低木類

ではイタチハギ，エニシダ等が適し，また，花崗岩地帯

には少ないが，土壊の通気と排水の悪いようなところで

は，ニセアカシヤ属のものやエニシダ等は適しなく，ハ

ンノキ，イタチハギ，ヤマハンノキ等が比較的よい。

緑化に好適な樹種としてば大体以上のようであるが，

なお，このほかにクロマツやヤマモモはいずれも初期の

生長が遅く早期緑化用樹としては感心できないが，クロ

マツはその後順次良好な生長を示してくれるところも少

なくないようであるし，また，ヤマモモは職緑性高木で
肥料木類のうちでは対蔭性が強く，根も地中深く伸びや

すく，そして比較的健全な生育を続けるという点から承

て，林地保全効果の大きい混植用樹種として好適と思わ

れるので，いずれも第1次緑化後以降の林分構成樹種と
しては充分考慮にスれておくだけの価値があると思われ

る。

2）草類

草類は比較的簡単な播種により，早急に直接表土を保

護被覆して，その侵蝕を防ぐ効果が大きく，しかも落葉

の飛散を防ぐほか，それ自体が腐植の給源となるなど治

山造林上見逃すことのできないすぐれた役割をもってい
るので，今後ますます利用していくことが望ましい。

多くの種類については充分比較検討することができな

かったが，ウイーピングラプグラス，ケン女ツキー31F,

メヒシバの3種は単子葉草類で，土砂の移動防止に好都

合な根系をそなえているほか，それぞれ緬上用としてす

■

《
）

写真1肥料の種類別試験区の無I畔I区と化成肥料区
（4年3カ月目当時）
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質を主材とした肥料は，直接腐植の給源となり，その肥

料分の流亡が少なく，土壌微生物の活動にもよいため

か，肥効が大きいので，この点理想的な肥料といえる。

このうち，獅巴は特に肥効がすぐれているが，生藁も速

効性の窒素肥料，燐醜凹料などを所要成分通になるだけ

加えて用いる限りにおいては，堆肥にあまり劣らないだ

けの肥効があるようで，ことさらに労力をかけて御巴に
寮で仕上げるほどの必要はないものと考えられる。ただ

し，束のまま施すようなことはせず，土および肥料と混

り合うよう拡げて施用する方がよかろう。

他方，硫安，趨蕊蕊石灰，硫酸カリなどの流亡しやす

い単純化判u料憾，これをそのままのかたちで施用する

ことはさけ，吸識E料，化成肥料，粒状固到g料など洗

亡を少なくするように考えられて作られた肥料を用いる

ようにしたい。これらの肥料は堆肥や生蕊などを主材と

したものより効果力諮るとはいうものの，かなり満足で

きるだけの肥効を発揮できるほか，どこでも比較的容易

に採用できるし，また緑化上重要な役割をもっているジ

カ播やジカざしに対しては，卿Eしやすいだけでなく，

その緑化成績もむしろすぐれていることからみて，その

実用'価値はきわめて高いといえよう。これらの肥料は－

応流亡しにくいようにつくられたものであるから，さら

に流亡しにくくするという意朱で，これの大きく固型化

したものを用いる必要はない。むしろ大きく固型化した

ものを用いると，肝心な初期の緑化が遅れがちとなり，

かえってよくなく，また，その後の生長もよいとはいえ

ないようである．

なお，流亡しやすい硫安，趣鰯駿石灰などの単細上学

肥料を地表面近くに施用した結果では，一応葉は青食と

色つやがよくなったが，その肥効は短期間で認められな

くなり，その間生長を促すほどの効果が承うけられなか

ったのに対して，植溝または植穴を掘り，この中に施用

してから植栽したものにおいては，かなり充分な肥効が

認められたという例や，また鯉性のよいハケ山土壌に

おいても施した肥料から0.5～1.0mも離して植えたの

では，樹草はこれを利用することができず，無肥料区と

同様ほとんど生長しないか，そのうちに枯れてしまうと

いうような多くの例（写真1）が承うけられた。このよ

うな蕊6勢ら推して，緬巴位置は充分う識蔵し，ジカ播の

ような場合を除き地表面近くに施用することはせず，ま

た，根からあまり離れないようなところに施す必要があ
ると思われる。

2）施肥適最

施肥適量といっても，対象になる樹草の種類，地力の
差などの侭か，肥料の種類によっても還ってくるが，各

種施用量に関する試験の結果から大まかにいって, 1ha
当りN, PgO6はともに50kgから100kgぐらい，

KgOは10～|20kgく．らいと考えられる。

そして，堆肥とか，生藁などの有機質を主材とした肥

料においては，肥効が高いので，例えば1ha当り原料
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第3図堆肥の施用量と上長生長との関係

稲蕊4,000kgに硫安120kg,過隣醗肩灰300kgを

混ぜ,N, PgO鼠が各50kg,KgOは鍾蕊自体に必要以

上含まれているものとして加えなくてよいという程度で
満足できるであろう（第3図)。吸着肥料や化成肥料は

御凹より肥効力劣るので，なるべくN, PgO愚が各100

kg近く， またK豊Oも10～20kg近くなるよう施し

た方が安全であろう。

なお，石灰施用については，その効果の有無になお疑

問があり，いま簡単には賛成し難い。

3）三要素量の比率

肥料の三蔓豪の遥錘比は土壌によっても幾分異なって

くることが考えられるほか，ニセアカシヤ，イタチハギ

等のマメ科のものはNよりP905の多い方が上長生長
がよいのに対して，ハンノキ属のオオパヤシヤプシは

P20よりNの多い方が幾分成績がよい傾向も承うけ

られるが,NとPgO5とは，ほぼ同量径度施用するの

がまず妥当と考えられる。なお，前述したような草類で

はNの多い方が堂長がよいと思われるが2これらの草
に対しても，混植した肥料木の概曹によってやがては空

中雲が固定されてくるので，ことさらにNを多く施
用しなくても差支えないものとみてよかろう。

K90はまったく施用しなくても植栽の翌牢く．らいま

では見劣りしないほどよい生長をしているが，その後の

生長が幾分低下していることから承ると，やはり僅かは

与えてやる方がよかろう。

以上のような繕果を蓋慧に入れてN, PgO5, KaO
の遥瞳比を推定する．と，5：5：1で大きな誤りはないも
のと承られる。

3． 樹草の適正本数

早期緑化をはかるためには，生長の早い樹草を用い，

しかも肥料を充分与えて個煮の生長を促すということの

ほかに，職障の垂本数を多くし，全面的に緑化を進め

ていくことが必要である。

繁茂力の旺盛な肥料木を用い，また，満足できるだけ

の”巴を行う場合,普通なら1ha当り10,000本以上

できれば20,000本近く全面的に密生させることによつ

季
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森下・大山：緑化促進によるハケ山の早期復旧

て，植付年内に相互の枝が接する程度までに緑化さすこ

とができる。

しかし, 10,000本以上20,000本近くの苗木植栽を行

おうとすれば，労力,経藍も本数に応じて多くいるだけ

でなく，植溝や植穴掘りのために生ずる不安定な浮土砂

も増加し，土地によってば処理#こ苦心しなければならな

いという結果におちスリやすい。

したがって，早舞聯剥上を効果的に行い，しかも緑化後

安定性のある植生に導くためには，苗木の植栽数をふや

すということばかり考えず，ジカ播の方法を充分活用し

て高木類や低木類だけでなく，直接地表面を早急に被澄

安定さす効果の大きい草類を大いにとりスれ，それぞれ

の繁茂力に応じた充分な本数を生立させ，立体的な安定

した植生へと早急に緑化を進めていく必要があ‘るものと

思われる。

このジカ播法については，今後なお-層の研究を進め

ていく必要があるが,好成績が得られるものは織頃では
フサアカシヤ，ニセアカシヤ，ヤマハギ，イタチハギ，

ク戸マツ等，草類ではウイーピングラス， メヒシバ，

ケンタッキー31F等で，その生長は匿罐である（第4

図)。

また，ジカざしに適するものは青島トケナシニセアカ

シヤ（とくに根ざし）とイタチハギで，その満曽と全農

はｦ鰐によく，しかもジカざしは作業も簡単に行うこと

ができるので，この方法もまた大いに活用していくだけ

の側直があるものと思われる。

樹間”

4．地栫えの程度

従来の山腹砂防工事においては，法切りを行うことが

常識とまでなっているようにもみうけられるが，法切り

を行えば不安定な大量の浮土砂ができ，この不安定な大

量の浮土砂を包容し，安定さすために階段工だけでな

く，埋設工，堰堤工’その他これに附帯した土木的工事

が必要となり，これに必要な経費も莫大なものとなるこ

とが多い。

土壊を深く耕やすということは，樹草の生育上望霞し

いことには相遮ないが，花崗岩地帯のハケ山あるいは荒

廃地は一殻に深層風化が進承，土壊の物理性がよく，雨

量が比較的少ないといっても地面下深くまで極端漣乾燥

するという心配も思ったよりはるかに少ない。

したがって’特殊なところを除けば，早急な緑化を促

すというだけの意味において法切り，階段作り等の作業

をわざわざ必要とするようなところはきわめて少なく，

多くは特別の地落をしなくても，巾と深さが30cmぐら

いまでの植溝か，植穴を掘って植栽するとか， あるい

は’より簡易な地栫によるジカざし，また，地捲という

ほどの作業をほとんど行わなくても実行できるジカ播を

行うだけで，充分早期緑化の目的を達することができる

ものと思う。

ただし，場所によっては植栽，ジカざし，ジカ播等の

作業を行うことさえ困難なほど地形の変化が著しく，簡

単な法切りや地均しを行ったからといって，経養がかさ

むとともないし，緑化作業実行上これを行う方がはるか
に都合がよいところもある。蓑た，緑化するまでの短期

間ではあるが，急激な崩壊や侵蝕のおこる心配のあると

ころでは，その安全を期するため簡易な谷止め，その他
保謹的な工事を必要とするところもないではない。

む す び

従来行われてきた山腹砂防工事をふりかえってふる

と，むしろ補足的な作業ともいうべき土木的工事に多く
の労力と経菱をつぎ込んでいるにもかかわらず，好適な

樹草，適当な獅凹，ジカ播法も活用した充分な生立本数

という最も肝心な3つの条件が重要視されていなかった
ため，充分な緬上成績が得られなかったところもかなり

多いように承うけられる。しかし，これらの要件を満し

てやりさえすれば，鹿端に立地条件の悪い特殊なところ
でない限り，梅雨期ごろまでには地肌がほとんど見えな

いく．らいまで緑化さすことも困難ではなく，，～2年を
えないうちに．〃猿の発生，あるいは落葉などの堆積に

よって，地表面は土砂の移動も止り，充分な安定を保つ
ようにもなるものである。

このような場合,落葉によって土地に還元されてくる

肥料成分を窒素量について換算して象ると，数年をえず
して最初の所要施肥量を充分おぎなってなおあまりある
程に達するものとみてよい。とくに，これが落葉腐植と
いう土鋤巴培効果の大きい有機質の形で還元されてくる

ので，根瘤による土鋤E培の大きな効果とあいまって，
その地力はますます向上してくるであろう。

以上ごく簡単に概要を述べたが，詳しいことは林業試
験場研究報告第99号を参照されたい。

《
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保安林制麗の再検討

－永源かん養林の問題点一

木村晴
圭
口

なる諸施策を要求すべきである」といわれていお･理念

として，叉今後の進むべき方向としては当然そうあるべ

きであり，誰しもそう念願するものである。

然しこのような場合理念と現実とが混同して論議さ

れ,ともすれば理念の熟強く受け入れられるものである。

現実問題として，自然法則に順応した合理的施業の具

現性と，現在のわが国の山岳林の森林の保安性の維持増

進に対して，保安林を除いて法的に現在どのような措置

がとり得られるか,今後の大きな課題になるであろう。

現行制度を固執しているのではない。一歩前進せしめ

為ために苦慮してい為現況を訴えたい。

現実的には重要流域内における山岳林全部に対して今

直ちに森林の保全性の維持増進に必要なる処置がとり得

られないとすれば，それまではある特定な区域に限られ

るもやむを得ない処溌と考えられる。

林業経営の収益性は地利級によって左右されるといっ

ても過言でばない。そして盗本主義社会においては，森

纈反扱いの集約度合も直前直接の利得を目標とする形で

坂入れられるものである。従って奥地林は－般に採取林

業地帯となり，その取扱いは粗暴になりがちである。保

全f電要な流域の奥地水源地域に対して，法で施業の計

画性を要求し，計画施業を指導することは林政上当然の

ことであると思う。現在地に代る制度が打出し得ない間

は，当分矢張り保髪林制度の拡大解釈でいくより手がな

いと思う。

保全上特に重要な水源地帯の民有林が法的に全然野放

しであることは，国民一般大衆が支持するであろうか。

その方が林政推進に得策であろうか。この際お互いに検

討すべきであろう。保安林を小面積で，指定目的が明確

で局所保全的な性絡のものと，大面積で流或保全的なも

のとに2大別できるが，前者の取扱いは従来通りで差支

えないが，後者の保安林の考え方は従来の保安林の考え

方から名実共に脱皮すべきものと考えている。

このように性格の異つたものばこの際夫なの性絡に応

じた取扱いに徹底せしめるべきであろう。すなわち水源

かん養林等の保安称は,従来の粗暴なC採取的な)取扱い

から合理的な施業へ一歩前進せしめるため強制的に計画

施業を行わしめる地域であると考えたい。この種の保安

I まえがき

わが国の産業溝造の拡大にともなう木材需要の激増に

呼応して，林業政策の中心標題も従来の保全及び資源対

策から経済性の向_上に重点が向けられるようになった。

そしてそのさきがけとして昨年10月「木材需給の長期

対策」が樹立せられると共に，国有林は32年当初より

林力増強5カ年計画の編成に着手し，民有林嫁奥地開発，

林種転換の拡大，育種事業の推進に政策の重点が向けら

れることになった。

然し保安林については29年度に保安林整備臨時措置

法が打出されて，既に数年を経過しているが，保安林整

備を推進する具体的な対策が何等打出し得ないままに，

早い時の流れに押し流されているのが現在の偽らざる姿

ではなかろうか。従来政識勺に国士保全が強く打禺され

たために，その反動として色左な批判や要望があり，こ

れを契機に現行制度を根本的に改訂すべきであるという

意見もある。そこでこれらの意見を検討すると共に，私

見の一端を鍍れきして御叱正を仰ぎたいと思う。

I現行制度の批判に対する検討

批判の焦点は保安林制度から営林の監督への脱皮と，

保安林の施業と配備基準及び保髪林の助成制度（補償）
の3つにしぼられるが，ここでは前の2つについて私見

を述ぺることにし，保安林補償については別に稿を改め

たい。

1．保安林制度から営林の監督助長への脱皮

元来保安林の施業の制限度合なり，保安林の指定区域

は最小限度であることは保安林制度の運営上の鉄則であ

るが，戦後流或保全の考へ方から水源かん鎚陳の如く地

域的に広く指定される場合が多くなってきたが，施業要

件の方臆矢張り択伐原則がとられているために，必要以

上に林地の利用を拘束している事例が多くなっている。

これについての一般理念としては「林業経営ほ夫々の

自然環境に順応した合理的な施業，合理的な経営が行わ

れる限り，特定の区域を限って特定の施業を指定する必

要力;ない。すなわち少くとも治水問題に関する限り，わ

が国の全山岳鉢に対して森林の保全性の維持増進に必要

一

8
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…
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木村：保安林制度の再検討

林は従来の拘束の概念から脱皮して保安林の強制力の名

の下に，強制指導を行う地域であるという考え方に改め

るべきであろう。

従来はこれらの性搭の異るものがともすれば一律的に

取扱われていた嫌いがある。

強制指導の方法は，大森林所有者については植伐計画

（経営計画）を所有者から提出せしめて，認可制で行く

ことも考えられる。そして所有者に対して植伐計画（経

営計画）の作成を容易ならしめるために，国（県）が奥

地保全基礎調査（地形概況調査及び土壌保全調査等）を

行い，それらの盗料を所有者に提供する。そして更に作

成された計画が実行し得られるように綜合的な公共授費

（造林，治山，林道）を行って所有者の経営意欲を高め

ると共に，事業実行盤保について積極的に助成指導を行

うことにより，真の奥地保全の目的が達せられるものと

考えている。

2． 保安林の施業

保安林に対する批判の大半は配備が適正でなく，施業

要件が現状にそぐはないということである。両者は相対

的なものであり不可分のものであるが，さも別舎である

かのように取扱われていることは，殊更に問題の解決を

遅らせているものと考えられる。

保安林の施業といっても森林施業の中で何も特別の施

業があるわけでもなく，自然的環境因子に順応した合理

的施業に外ならない。

然しこの合理的施業を公益の名の下に所有者に強制せ

しめねばならない現実の姿に多くの問題が含簑れてい

る。その中で自然的環境因子に順応した合理的施業の解

明と現行の施業要件との関係が問題の焦点であろう。

元来保安林においては林木の育成は保安目的達成のた

めの手段であり目的ではないと考えられている。そして

保安林の指定目的に一番適合する目標林相林型に誘導す

る方法が保安林施業の基本的な考え方である。

然し特定な場合を除いて樹種別，令級別，面鏡別等の

因子の差と保全織旨の差を相関付け得られないのでこれ

らの考え方も形式化されているに過ぎない。

水源かん養林等においては寧ろ現実的に考えて，従来

の粗暴な取扱いから育成投資に一歩前進せしめる計画施

業が保安林施業の主体をなすものと考えている。

ただ困ることはこれらの地域主義的な保安林が，他の

小圃綴の従来の保安林と性格的に全く同一視された感を

与えていることである。現状は行政的に全く同じように

取扱いをされて'いる処が誠に多い点である。保安純制度

を地につけるために現状に沿うような施業要件に一刻も

早く改めるべきであり，そのために現行の施業要件の指

定基準に思い切った巾を持たせるべきであろう。

画一的な施業要件の指定基準を鉦するためには，基

本計画区内の森林区を地質，標高，地位，地形，雨量，

人工林面積，伐採愛と蓄積の比較，伐採錘と成長量との

比較,等の各因子を点数表示して，森林区の型式分数を

行い，これらの資料とその基本区内の気候区域,及び地

形区分類の考え方，更に過去の災害度合等から夫盈性格

付を行って，それに応じて思い切った巾を持たせるべき

であると考えている。

計画施業の主体は保安林である限り面擬平分的な枠が

基本をなすべきであろう。

具体的には前記のように各所有者からの経営計画から

の許容量と，その所属する森林区の許容壁との関係は，

今年森林法の一部改正を承た森赫区施業計画と公有郷経

営計画の関係の場合と同じように調整できるものと考え

ている。然し環境に応じて更に伐区の大きさが制限され

る場合もあろう。

3． 保安林の配備

現行の保安林制度が不信を招いている原因の1つは，

その地域配備の不均衡であり，保安林制度の運営上保安

林の配備基準の作成が強く要請されている。

保安称の指定解除は元来宍倉の林地に対する公益の要

請度合と，林地の環境を夫左の現地を'々について考慮し

て決められるべきものであり，両者は全く相対的なもの

であり一定の尺庭で律し得られるものではないと考えら
、

れている。すなわち林地そのものの環境が全く同じであ

り乍ら，ある地区では当然保安林として指定されるべき

林地が，他の地区では保安林として指定されない場合が

多をある。言いかえれば現地主義的なものであり，元来

主観的なものなのである。然し戦後流域保全の考え方が

強くなるに従って，広範囲な水源かん蕊林が多く指定さ

れるようになり，この種の保安林に対する具体的な配備

基準の作成が再び強く要請されるようになった。

現行制度における主な保安称における保安林配備の具

体的な考え方は次のように考えている。

（1）水源かん養林

重要河川並びに水害頻度の高いその他の河川の上流水

源地帯内にあること。

地域の選定淀当っては地形，地質，気象及び従来の森

林の取扱い慣習等を考慮して奥地上流から選定する。

1）水源地帯の決め方

流域内の各市町村の区域ごとに雨趣，標高，森林面

識歩合,河口からの距離の4因子に関する点数計算を

行って決定する。

すなわち上記因子のそれぞれについて，流域内で最
高になる区域を100点として比例的にその他の区域の

点数を計算して， 4因子の合計点数が概ね280点以上

《
〉
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’

の区域を水源地帯として選定する。ただし,区誠ごと

の数値としては，雨量については年平均雨量のその区

域内における最濱殖，標高及び河口からの距離につい

ても同じく扇高値をとるものとする。（詣細は別冊計
算事例の通り)。

2）要指定地の決め方 、

地形，気象，林況及び従来の森林の取扱い慣習等の

因子を考慮しつつ奥地上流から選ぶ。

なお上記各因子について具体酌にばそれぞれ次に掲

げるような池域が考えられる。

a)fu鯵について

i)標高の高い地域

ii)傾斜急峻な地域 ・

iii)谷密度の大きな地域

iv)起伏量の大きな地域

v)渓床叉は河床勾配の急な地域

vi)掌状型集水区域

b)気象について

i)年平均叉は季節的降水錘の多い地域

ii)帯雨風向に面する地域

iii)短時間に強い雨の降る頻度の多い地域
c)林況について

i)更新困難地

ii)林木生育の悪1'､地域

iii)林相改良を必要とする地域

iv)散生地・原野の多い地域

d)森林施業

i)経営上大面積の伐採が行われる恐れのある地域

ii)地利級的に承て造林投盗の困難な地域

偶）土砂流出防備林

水害頻度が高くかつその原因のー部が山地の荒廃に基

ずくと考えられる流域について洗域保全上重要な地帯を

えらび，その地帯内で次に該当する地域をえらぶ。

i)現に広範囲にはげ山化している地帯，叉は広範な

はげ山に移行しつつある地帯で土砂が全面的に表面流出

している地域（地質的にほ花崗岩，石英粗面岩，第三紀
層の寡雨地帯に多い)。

ii)点在せる崩壊地'叉ははげ山を含む地帯で，これ

らの箇所数が多く，その周囲の林地が地形叉は地質上崩

壊地叉ははげ山化する恐れのある地域。

iii)崩壊地叉ほはげ山を含まないが地形地質及び森林

の取扱い等のため森林土壌が癖化しつつある地帯で，

表層侵蝕の著しい地域（これらの地域はi)ii)の地域

に移行前の地域である)。

iv)地形，地質から象て地盤不安定で崩壊による土砂

流出が著しいか，又ほそのおそれのある箇所であって，

直接家屋・耕地・道路等に影響をおよぼさないもの（単

独の崩壊地及びその周辺等)。

i)ii)iii)は姥較的広範な地域の場合が多いがiv)#X

これらに比し小面積である。

なお具体的には次に掲げるような地域叉は箇所が考え

られる。

a)地形 。

i)急傾斜地域

ii)余価長の長い地域

iii)谷密度大なる地域

b)地質

i)基岩の風化の発達した地域

ii)新第3紀鰯地帯 一

iii)花崗岩地帯

iv)石英粗面岩地帯

v)粘土，微砂質土壌（重粘土壌）地帯

vi)赤色土，黒色土地帯

vii)火山灰地帯

c)その他崩壊現象をともなう場合の鋤形，地質上の

特性ほ3－イ)，戸）の通りである。

（8）土砂崩竣防備林

地形叉は地質上土砂の崩落の恐れある地盤不安定な箇

所が指定の対象となるが，具体的には次に掲げるような
箇所が考えられる。

a)地形

i)山腹傾斜25.以上

ii)山腹傾斜の変移点

iii)山腹の凹曲部

iv)地表流下水叉は地下水の集中流下する部分

v)破砕帯線

vi)渓岸の崩落堆穣士地形

b)地質

i)基岩の表層及び深層風化の発達した所

ii)基岩の節理，層理，片理の発達した箇所

iii)断層破砕帯及び断層線上にある箇所

iv)流れ盤となっている所

v)地層中にfl皮二粘土又は不透水層のある箇所 ，

vi)異常に湧水する箇所

vii)石英閃線岩，石英斑岩,花崗片麻岩地帯

viii)花崗岩特に粗粒花崗岩地帯

iX)軟弱な第3紀層砂岩，凝灰岩地帯

X)古生層の硬砂岩，珪岩，粘板岩，凝灰岩の急斜

面

Xi)表土が粗議で凝集力のない所

Xii)未分解の火山灰，火山砂で被われる所

以上は最大公約数的な条件を一応列挙したに過ぎな

q

砧

藍
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い。ここで一番婆輔されることほこれらの条件因子の質

的庭合の組合により，指定解除をする限界を示すことで

あろうが，現段階においては保全総瀧の理論から係数的

に割切るまでには至っていない。土砂流出及び崩壊防備

林以下の保髪林については調査担当者が鮒形，鮒叔，土

壌の観舞慮力を酒菱することが先決問題であり，雲霞的

なものがないという批判よりは，むしろ罎の保安林調

査が地艤凋査に偏重している点に問題の癌があると云い

たい。

保安林配備の問題の焦点は矢張り水源かん義林等の場

合であろう。

m水源かん養林等の配備基準について

配備基準というからには流域の色灸な条件因子すなわ

ち降水量，地被密度,水流頻度,.分岐比，地形比，森林

面積等の流遥変数の諸因子からその流域内の森林面積に

対する保安林面籏％歩合を統計学的に導き出して水源

かん養林の配備基準の因子とすべきであろう。しかしこ

れらの条件因子（流量変数）の変化を流出量の変化の相

関を係が現在室だ充分計算的に導き得られないので，地

域毎に保安林配備の重要度合を示す方法に重点をおいて

不均衡是正に務めている。そのためには流域全体を主な

角度から考察し，客観的な因子を広く集めて，これらの

因子を評点式に簡易に表示して，地域的に保安林配備に

対する重要度合を示す方式をとっている。

すなわち水源かん養林の多寡は流域の重要度合に比例

するものであり，流域内においてはある地域単位に保全

上の重要廃合を比較して，それに比例して配備を検討す

る方法をとっている。従ってこの場合保全上の重要庭合

の判定方法が問題になる。以下具体的にその方法を述べ

れば次の通りである。

11流域の重要度合の判定方法

保全上から見た流域の重要度合はまずその流域内にお

いて保全対象が多いか少いか，そしてその保全対象に対
する災害が多いか，少いか。そしてそれらを災害から保

全しようとする山地の自然条件はどうか。という考え方

に立って，これらに関係ある因子を組合せて判定する方

法をとっている。すなわち，

（1）流域内の保全対象の多寡

（2）保全対象の災害度合

（8）流域内の自然条件

を老寵して各流域を比較する。

この場合の因子はできるだけ流域全体の因子を含める

ことが必要であると共に，それらの因子は数字に表し得

ることと,既存資料であることが絶対的な条件であろう。

これらの因子には鐘的な面と質的な面との両面がある

が，この両面を同時に表す方法として量十質の方法をと

つた。

（1）流域内の保全対象堂を表す因子は，従来人口と農

地面積を用いたが，流域の特性が充分に表わし得られな

いので各種産業を全部金額で表わす方法をとった。すな

わち保全対象垂は農業生産額(b),工業生産額(c),交通

関係投資額(d),発電総金額(e)の合計金額b+c+d+e

と，これを流域総面積(a)で除した,b+c+d+e/a

とを夫盈点数表示し,その合計点数で表わすことにした。

この合計点数により各流域の保全対象の多寡を比較判

定する。

侭）保全対象の災唐度合は過去5～10年間の災害額合

計(9)と，これを流域内の保全対象量(b+c+d+e)

で除したもの， すなわちg/b+c+d+eとを夫を点数

表を示し，その合計点数で表わすことにした。

（3）流域の自然条件は森林保全の立場から山地の条件

因子に主体を請いた・因子としては年平均雨量の最高，

荒廃率，平均蓄積，更新困難地率，最高標高，の夫盈を

点数表示し，その合計点数で表わすことにした。

すなわち流域の重要度は流域毎にi),ii),iii)の夫灸

の因子に該当する数値を点数表示し，これを合計したも

のにより各流域を比較して重要度を判定する。

計算様式を示せば次表の通りである。

第1表保全対象表

一
二
ｑ

｝

一

同
Ｉ
臆
１
１
呼
忰
ｌ

ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ
＋
率

い
回
卿
Ⅱ
Ⅱ
Ｈ
岡
川
Ⅱ
鼎
闇
Ⅱ
川
川
Ⅱ
い

ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ
＋
ｅ

名域流

〆
』

|l l l l I l l l l |｜|Ⅲ
|｜｜｜｜｜｜l l l llll

(註)(1) この表には流域内の総数を記載する。
②資料は既存の盗料（市町村統計要覧等）を利用

するものとする。

（3）流域の概要（性絡）を知るための資料であるか
ら，概数でよいが，1調査項目内の糖度は統一す

ること。

（4）農業及び工業生産額は年間生産額を示すことと
す（市町村統計要覧，農林統計等を参考にする)。

⑤農業生産額ほ，統計資料がなき場合嫁農地面鎖
に，年平均反当生産額を乗じて算出しても良い。

（6）交通投資額は交通施設（鉄道，国道,果道別

に)艇長に､軒当り鰯を禁じて“
する。

（7）発露量は年間総発電量を，発電金額ば，年間総
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発電量に1KWH当りの単価を乗じて算出する。
旧）階級区分は，数値の分散度合を充分考慮して行

うこと。

第3表自然現況表

蒋
（註)(1) この表に臓流域内の総数を記職する。

一一一

’ ’ ’
一一一P 一F一F

(1) この表

第2表 災害関係表

同
点
数

べ
又
臓
樹
日
綱
合
訓
〕
１
１
‐

㈲
災
害
額
合
計
（
千
円
）

や 同 点
数
合
計

同
年
数

Ｉ合
計
点
数
の

’|割b 階
級
区
分

Ｃ
＋
ｄ
＋
ｅ

(2)四季別(2)四季別

流域名 ｜

’ ’'/9

⑧

’ ｜｜ ’ 雨避の最高(mm)については最近5～
10カ年間の平均四季別の等雨量曲線図を作成し，
琉域，或は支流内の最高雨量を採用すること。

(3)原因月臓避の最高(mm)については,最近5～
10カ年間の主要な災害発生時の等雨量曲線図よ
り,流域,或は支流内の最高雨量を採用すること。

(4)荒廃率は荒廃地面積/林野面積である。
(5)更新困難比率は,更新困難池面樹林野面蹟であ

る。

(6)最高標高は，支流，或憾分流等の調査単位内の
最高標高を採用すること。

(7)点数表示の方法は夫なの調査項目についての最
高の数値を100とし以下比例的に雛出する。

一

｜’
〔註)(1) この表には瀧或内の濡鐡を記職する。

②災簑纈叉は復旧額は最近5～10カ年間の合計金
額で表すこと。

年度別の価獺翼算は錘によるものとす。

年次 | 20 12! | 221231241326127'2812913･
換算係数l l0a6"31"|27IL81"'"21L!ILOllp

q

第4表宮川流域水源地域判定資料

|点数 点数 霊篭点数河口から最高

瀞標高

(f!) |&) | (f.) |Wnn,| (fM)| (f,）（､）（f雪)(m､）“）
蕊饗需

（町）

635i 0．50

1,447 0.69
2,8631 0.82
6,6771 0.93
6,260 0.94

12,589 0.99
4,069 0．95

62551 0.71
523 0．43

2,687 0．80

1,753 0．65

78 0. 14

11 0．17

鱸
24 0．05

379 0．35

1,509 0．63
4,4521 0.88
2,8311 0．84
2,315i 0．83

W| ::;:
4，264 0．89
5，759 0．89

635； 0．50

0.94

合計点
(4f) |4f/4

(f,+f2+f3+f$)

職
、
一
諏
唖
鯉
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錘
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認
識
抑
“
加
迩
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卸
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叩
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回
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御
姪
加
恥
認

麺
く
１
２
３
７
６
２
４
９
１
心
隅
１
１
ｌ
い
い
山
川
Ｉ
叫
堪
ａ
ａ
ｚ
ａ
ａ
坐
氏
謎

は
域
村
村
町
村
村
細
２
蹄
町
村
村
町
村
村
村
村
村
村
村
村
村
村
村
村
村
町
村
村
砿

奴珈
流
緬
磯
原
懇
〃
増
本
郷
丸
俣
苗
浜
浜
田
呼
繍
瀧
川
保
原
細
弛

市

補
踊
轤
撫
循
州
鳩
鳩
鰕
縦
獺
鰐 が水源地

点数

(f4)

Ｉ

Ｉ

51

1,447 0.69 70

2,8631 0.82 83
6,6771 0.93 94
6,260 95 1

12,589 0．99 100 1
4,069 0．95 96 1
62551 0.71

§’523 0．43

2,687 0．80

1,753 0.65 66
78 0. 14 ・ 14

11 0．17 17

鱸:：
24 0．05 5

379 0．35 35
1,509 0．63 64
4,4521 0.88 89
2,8311 0．84 85
2,315i 0．83 84
5,7571 0.89 90

：:’2，907 0．79
4，264 0．89
5,7591 0.89 90 1

375
471
650
960960

２
８
８
７
７
０
１

２
２
３
５
７
０
７

１

2,200 竪
妬
沌
茄
認
叩
蝸
弱
竪
鎚
弱
弱
一
塁
魏
認
弱
記
駈
玩
釣
“
錘
印
鉛
氾
疋
配

１

17．6

34．4

46．8

57．6

59．0

78.8
60.6
18.0

8．4

27．2

11．2

12．0

4．6

4．2

3．2

10.0
17.8

8．1

13.0
21．6

31．2

22．8

31．2

21．6

81．2

22．8

31．2

149
198
250
300
335
400
337
186
122
208
169
91

＊
＊
＊
＊

諏
釦
“
だ
雛
叩
“
“
釧
睡
鑓
調
一
四
幅

１

22

44

59
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77

28
11

2,290
2,850
3,100
3,6001
4,1001

3,800
2,400

2，200

２２

400
200

300
695
211
544
216
491
553
117

－’

73
414

221
604
784
733
733
784
740
740
016

侭

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
鮪
２
２
２
２
３
３
３

１

錘
喝
”
記
７
一
一
一
一
４
鰹
一
画
鎚
必
鐙
鐙
妬
坐
袈
釦

600
300

250

200

200

200

250
300

300

350

400

700

550

500

800

000
100

600

１
１

１

銅
腱
娼
－
６
５
４
吃
お
い
”
幻
如
”
“
詔
銅
海
妬

Ｉ
。
■
●
■
■

２
２
２

１
１

77

59

61

98
151

71

122
186

239
219

228

262

262
285
324

15

25
38

18

31

47

60

55

57

66＊
“＊

71＊
81*

45．6

51．4

58.8
68．0

域を示す。
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以上の資料により保全土から見た流域の重要度合に比 等を考慮して比較検定する。

例して保安称が配備されることになる。 （1）支流内の保全対象量

更に淵域内に詣いてば保全上重要な地域に保安称が配 流域の重要度判定の場合と同様支流内の保全対象合計
備されることになるが，流域内において地域的に保全上 金額b+c+d+eとb+c+d+e/aとを点数表示し，
の重要庭合を比較する方法が問題になる。比較的単純な その合計点数で表すものとする。
流域では前節で述べた方法により水源地帯を決めて，そ （2）支流の災害度合

の流域内において保安林としての条件（前節の水源かん 支流内の過去5～10年間の災害額合計(9)と，これ
菱林の項を参照）を具備している地域を奥地上流から選 を支流内の保全対象量(b+c+d+e)で除したもの,す
ぶことになる。宮川流域における計算様式の具体的な事 なわちg/b+c+d+e とを夫を点数表示しその合計点
例を示せば第4表の通りである。 数で表すものとする。
然し長大な流域においては水源地域が広汎になりこの （3）支流の流域内における保全上の位置

方法によりがたいので，流域を更に水系により支流(分 支流と本流との合流点より下流の保全対象量(W=b
流）に区分して，その区分毎に重要塵を比較する方法を +c+d+e)を合洗点より河口迄の距離(D)で除し，
とった。 すなわちW/Dで表わし，これを点数表示する。

8．流域内における支流の重要度の判定方法 （4）支流の自然条件

支流の重要度は次の因子，すなわち， 流域の重要度判定の場合と．同様の因子として夫女を点
○支流内の保全轄量の多寡 数表示し，その合巖臆数で表わすことにした。

○支流の災害度合 阿賀野川流域における具体的事例を示せば次表の通り

○支琉の洗域内における保全上の位置 である。

○支流の自然的条件

第5表阿賀野川流域における支流の重要度判定費料
（1）保全対象表

（
）

●

帥騰|欝舗潟緋柳抱腹'零糊等県名支流名

鶯戸I臘!;山; ・寵．;; ，: ,# ;灘排; ;§福

霧島

縞
Y

9 1
5 4
5 88
3 151

2 2'411 1 2281
9 22
6 3
3 21
6 8

第6表

、

垂
」

(2)災 害関係表

１
１
１

名
島

ｌ
２
Ｂ
翠
刀
釦
釦
記
詔
ｕ
７
鐙

ｆ曾十ｆ ｌ
ｅ

災害額合計
g

（百万円）
緊讓認数点 g/(b+c+d+e)支流名爆 f,

奥川
一’戸川
濁 川
大塩川
猪苗代湖
大一 川
宮 川
安座川
只見川
本流

0．299

0．130

0．108

0．191

0.022
0．066

0．039

0．081

0．051

９
３
０
９
１
－
６
４
８
５

２
１
１
１
今

坐
詔
認
印
蝿
“
銅
哩
如

Ｉ

５
０
９
１
２
０
８
６
５

１
４
４
４
－
４
今
０
１
８

１

56

144

175

149
151

361

67

21

308
198

’
福

’
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木村 保安林制度の再検討

第7表 (3)保全一上の位溌
合洗点より

蕊の爆全
W

（百万円）

》
緬
蕊
Ｄ
〆
。
３
７
４
０

坐
８
皿
廻
喝
媚

り
ま
雛 点c数｜ 支流名

合流点より合流点より｜

悪の保全下流圃口詞での距離｜
W D

（百万円) I L粁)

観 ’9，913
9，913
7，846 92
9,913 1 111

W7D I点c数支流名 W/D

1

１

１

．

８

Ⅱ

日

日

１

日

１

１

０

Ⅱ

Ⅱ

０

１

Ⅱ

■

奥 ノ’
一ノ戸ﾉI
濁 )I
大螺)I大塩ノI

ｑ
Ｕ
９
．
９
■
二
Ｆ
７

７
９
９
０
４

１
１

802

913

918

364
192

大 川
宮 川
安座川
只見川

91
88
78
77
89

66
64
57
57
65

76
79
85
89

６
８
２
５

５
５
６
６

猪苗代満

第8表 性）自然現況表

誹静遮噸』磯需果名支流名 蕊|篇“平均
蓄漬点数

織
舗

6f/6
(H)

点数 点数

妻 (石）

231
244
209
174
224
182
111
133
325

I４
４
．
４
５
５
７
６
７
９

４
４
４
７
７
７
３
１
８

釧
熱
調
荊
預１ ●

０
０
０
３
３
７
６
７
０

６
６
６
７
７
８
７
４
今
０

ｊ
３

４
４
５
６

41奥川
一ノ戸川
濁 川
大塩川
膳苗代湖
大川
宮川
安座川

暴見＃

132
132
132
161
161
193
169
104
221

３
１
０
５
８
７
７
０
２

８
５
９
２
２
４
７
７
０

４
１
２
６
９
４
鐸
○

分

９

１

７

９
０
７
１
４
４
２
６
３

１
３
１
１

７
５
７
３
１
１
５
０
２

合
●
●
●
●
●
●
●
、

４
→
７
１
０
１
１
０
４
．
３

108

153

170

80

581

892

165
118

2，876
11

６
８
１
０
９
４
８
４
－
４

●
。
●
●
◆
●
申
の
●

６
６
７
８
７
０
５
３
５

７
７
６
５
６
８
５
７
８

７
７
６
６
８
８
６
４
０１

318

326

298

314

338

391

3“
331

430

８
４
今
０
３
６
５
０
５
２

５
５
５
５
５
６
６
５
７

77

77

67

58

68

80

56

73
85

1,65

1，65
1,59
1,44
2,02
1,91
1，48

98
2，34

ｉ
ｊ

Ｏ
Ｏ
７
Ｉ
６
１
３
１
０

割
‐
罰福

I
副
刎
創
叫
２
０
６

50
61

100

88

84
’島

I
｜

I

第9表 （5）集計
一
表

■

(A+B+C)

点数合計 3
A+B+C 3f/3

G

’
1

爆名 ’ 保全対象支流名 ! A

’
災害関係

B
伽
Ｃ

自然現況
H

(G×H)
K■

、

■

■

２

１

１

日

９

１

Ⅱ

８

５

■

■

９

，

口

■

日

日

且

、

■

■

日

Ⅱ

■

１

１

Ⅱ

Ｉ

Ｂ

Ｏ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

０

１

’

’

奥 ． 川

爾ノ戸川川

奏幾＃宮
安座川
只見川
合計

７
９
８
７
９
９
４
８
４
全

（
垂
３
２
７
５
３
．
５

２
７
０
０
１
３
１
７
５

２
２
３
３
２
５
１
４

３
４
０
３
６
５
０
５
２

５
５
５
５
５
６
６
５
７

６
４
《
７
７
５
６
８
２
５

６
６
５
５
６
５
５
６
６

95

120

125

114

165

168

103

77
164

砲
如
鍾
鎚
弱
記
鍛
調
弱

０
６
０
１
８
４
４
．
３
６

●
●

●
●

●
●

●
●

●

７
１
１
０
０
６
０
４
今
９

１
２
２
２
３
３
２
１
８

｜

’

福島ｰ

１
１ I

【

第10表分流の重要度の判定資料自然現況表

平均
点数

勾配

流域
熱面稜

(百町)(百町）

職
》
鯉
鍵
鍋
釦

密
識
㈲
｜
韮
怨
函

点数
４
，
Ｊ

Ⅳ
，
Ｂ

４
〆
ｋ

森面率

％

75

91

76

26

67

蕊
韓
詞

支流名 分流名 点数 点数

■
１
１
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

0．046

0．047

0.090

0．164

,,3221
1,5951

1,362

386

濁川 濁 川

押切川

函付川

その他

小計

50

85

48

71

254

８
７
７
８
０

３
７
３
１
７１

83

100

85

24

89

100

79

13

28

29

55

100

72

57

100

57

272 68

286 72

319 80

194 49５ 241
｜

|

Ｉ
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木村：保安林制度の再検討

これらの地帯区分は相対的なものであり一定の尺度で

は律し得られない。

以上の関係を図示すれば次の通りである。

灘薫配置模型図

このようにして支流の零度に応じて潅林が配備さ

れることにな為が，その菱流内のどの刻鐵に配備するか

は，支流を更に分流に細分して比較検討する方法をとっ

ている。 、

3． 支流内における分流の重要度の判定方法

分洗の重要度ばその自然条件を比較して重要度を決定

する。分流の自然条件としては分流内における平均蓄

積，荒廃率，更新困難地率，最高標鹿，流路延長，河川

平均勾配等の各因子を夫を点数表示し，その合計点数で

分流の重要度を表わすものとする。

計算事例を示せば第10表の通りである。

4． 国有保安林と民有林との関係

流域内を支流毎，さらに分流毎に保全上の重要度合の

判定を順次重ねて行くことによって，水源かん菱株の配

備の目安が地域的におよそ定められることになるが，そ

の場合，森林の取扱いが従来の破習から象て合理的であ

る。地域は保安林の地域から除かれることになる。

すなわち合理的な取扱いの地域とほ人工造林地の歩合

が非常に多い地域をさしている。

すなわち経営意欲が高く集約的に取扱われている地域

は，伐採後直ぐ植栽せられ，一般に人工造林地が多くな

りつつあり，従って将来大面積の伐採跡地が生じないか

らである。

今一つの流域を下流から上流に向って所有形態別の分

布を染ると私有林，部落有（公有）林，国有林の順に配

置されている。そして森林の取扱いの集約庭を考察して

いくと，良好なのは私有林と国有林の経済林地であるこ

とは，流域を一貫して眺めた場合誰しも体験される所で

あろう。

ここでいう経済林地とほ企業体の財政状況の如何にか

かわらず，必らず育成投資が行われる地帯である。すな

わち技術的にも財斑勺にも育成投盗にまつたく懸念のな

い地帯であり，伐採規整の必要が全然ない地帯である。

非経済林地とは完全な不撮蕊林地の象でなく企業体の

財政状況が良好なときは造称授資(拡謹資）が行われ

るが，財政状況が良好でないと造赫投資が行われない所

謂採取林業地帯化する懸念のある地帯も含まれている。
このような地帯に対して保全上から植伐の均衡を要請

し，法制的に合理的j鐸え一歩前進せしめるために保安

林に指定される。

経濁休地は必然的に合理肖効血業が行われる地裕である

から原則的に水源かん鍵保安林の指定を必要としない。

すなわち保安林の配備は所有形態により差異をつけるべ

きではないが，林業艤営の立場から考察していくと連続

しないのが普通であろう。それは地利級的に承て国有林

内に経営林地が必らず存在するからである。

《
◇
》

鰯国有保安林I型

匡臺民有保安林

しかし保安林制産の運営上水源かん養林が同一支流

（分流）内で国有林，民有林別に不連続な配置になるこ

とは，保安林行政の指導上一般に不自然な感を与えるの

で，国有林においては不採算地帯の承でなく，民有林と

の調整上経済林もあわせて包括指定することにしてい

る。施業の拘束を理論付けるための便宜上前者をx型，

後者を、型と分類して使い分けていくべきであり，両者

の保安林の取扱いは自から異るものである。このように

分類することにより始めて国有保安林の目的使命が明確

化されるものと考えられる。

エ型保湊林は法律により実質的に経営案を拘束してい

るものである。国有林には保安林が必要でないという説

は現行森林法の趣旨を解しない抽象的な仮説にしか過ぎ

ない｡

Ⅳむ す び

以上現行の保安林制度における運用上の問題点につい

て述べてきたが，要は保安林全面稜中の約60％を占め

る水源かん蕊保安林の取扱いが今後の大きな課題になる

ものと考えられる。即ち奥地開発と奥地保全の問題であ

るが，積極的に林ガ増強計画を推進j-るためには，保

全上特に考慮を払わねばならぬ最少限の地域を明確にし

て，その維持を全からしめることが特に不可欠の条件に

なってくるであろう。このために地形地質及び林地の土

壌型の類別調査を主体とする奥地保全基礎調査を実施す
ることが必要であり，これらの資料がなくては地域の区

分も，奥地林の合理的施業もおぼつかないであろう。

勺

亀
〆
》

－ｻ2－



国有林経営合理化の基本的な考へ方
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1.5倍に相当する1億8千万石が,現在伐採されており，

しかもこの伐採は，その用材蓄積20億石に過ぎない既

開発地域に集中され，ここではその成長量6千5百万石

の約3倍に近い伐採が繰り返されているのである。この

ことを将来の木材需要の伸長と思い合せるとき，現状の

ま菫ではまことに寒心に堪えぬものがあるといわなけれ

ばならない。

ここにおいて，国の経済発展に即応した強力かつ適確

な林業政策の確立が極わめて切実な問題となり，その具

体的方策として次のようなことがあげられる。

1．人工林の積極的な拡大，とりわけ低位過熟な天然

生林をできる限り成長旺盛な人工林に改良し，森林の生

産力の増大をはかる。

2．林道網を拡充し，未利用林の開発を促進する。

3．林木品種を改良し，技術的に成長を増進し，かつ

生産期間を合理的に短縮する。

4．木材の利用合理化を推進する。とりわけ林種転換

に伴い今後増産を見るであろう低質広葉樹の利用につい

ては積極的な対策を識ずる。

これらに関し現在計画されていることは，造林につい

てはその現面積，国有林103万町歩，民有林460万町

歩，計563万町歩（森林総面積の24％弱）を，今後30

年間で国有林300万m渉，民有林800万町歩，計1,100

万町歩（森林総面積の45％弱）に拡大すること。また

未利用林の開発については,林道網を今後国有林34,000

粁，民有林79,000粁，計113,000粁に拡充し，これに

より未開発林862万町歩（国有林380万町歩，民有林

482万町歩）のうち， 利用可能な778万町歩（国有林

307万町歩，民有林471万町歩)，その蓄積36億石(国

有林17億石，民有林19億石）を生産地域化せんとす

るのである。さらに林木品種の改良については，全国を

7ブロックに分け，それぞれに林木育種場を設熾し，同

時に各県，各営林局に原種苗畑を設けて，その育成増殖

をほかることとして，既に昭和32年度よりこの本狢的

事業化に着手している。

木材の利用合理化については，経済企画庁内にこの推

進協議会を，さらに森林資源総合対策協議会内にその推
進本部を設置して，目下具体的に検討を進めている。

このような一連の稜極的施策の推進によって，森林の

牛産力の急速な増強をはかり,昭和70年度においては，

木材の伐採量2億7千2百万石，その素材材稜2億1千

第i 国有林の経営合理化はなにを目的とするか

通常合理化といえば，経営の非能率を排除して，生産

費の縮減をはかることに考えられ,ことに民間企業では，

これをもって経済競争に打ち勝つ手段としている。しか

し国有林の経営合理化は，勿論このような努力も必要で

あるが，その目的とするところは国民生産力の増大にあ

って，いうなれば国民経濱合理化の一環をなすものでな

ければならない。

今日わが国の重要な課題は，増加していく人口を完全

雇用し，しかもそれらの生活水準をある限度以上に保持

していけるように,国の経済力を発展させることである。

このような国の経済の自立と振興は，海外貿易の進展と

国内盗源の開発を強力に推進することによって達成し，

そのため，林業に当面するものとしては，現在，鉱工部

門の目覚しい発展淀くらべ，甚だしく立遅れている農林

部門の生産力を急速に引き上げて，国の経済を均衡のと

れた姿で発展させなければならない。

現に，このような国の強い政策上の意図は，最近の木

材需飴の面にもはっきりと意識され，戦時から戦後龍二続

いた喬I伐の危機を漸く脱却し，目下回復期にある林業に

たいしても極めて性急にあらわれているのである。

すなわち，昭和30年度における木材の需要は，1億

4千5百万石であって，昭和9年度から昭和11年度ま

での3カ年間の平均需要量7千7百万石にくらべて，約

2倍に増加している。さらにその需要は，経済企画庁の

調査によると，昭和35年度にば1億6千4百万石，昭

和.55年度には2億3千万石，昭和70年度にば2億8

千万石となり,40年後には現在のさらに倍になる見込で

ある。

ところで，昭和10年頃は，需要の2割以上が海外か

ら輪移入され，国内の生産ほ6千万石程度に止っていた

から，お詩むね森林の成長量におうじた伐採でことたり

たのであるが，今日ほ当時とくらべて需要は2倍になっ

たが，輸入は逆に戦前の4割に激減し，需要の大部分は

国内の生産でまかなわなければならないので現状は，甚

だ林力とバランスの破れた伐採となっているのである。

すなわち，わが国の森林総蓄蹟66億石のうち，用材

零俄を54億石とみて，その成長量1億1千5百万石の

今

。

垂

筆者・林野庁業務課
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沢田： 国有林経営合理化の基本的な考へ方

7百万石の確保を期待しているのである。しかしなおか

つその時の需要量に対し約6千万石の供飴不足を生じ，

これを輪ス材をもって充足することは，国際収支の面，

世界木材市場の動向が余程好転しない限り，なかなか困

難な問題である。

以上のように，将来大きく飛躍せんとする日本経済の

中にあって，我との当面する林業の使命は甚だ重大で，

これに由来してその重要な担い手である国有林の任務も

また極めで重い。ここにおいて国有林は，国の経濟政策

に立脚した林業政策，その林業政策に基ずく国有林の長

期かつ基本となるべき確乎たる経営の体制を確立する必

要があり，国有林の経営合理化もまたここにその目的が

あるのである。

第2国有材として正しい合理化の方策は

考えて承ると，かつての国有林と今日の国有林とで

ば，国有林が位置す為時勢においても，国有林自体の性

絡においても，著しくその事情を異にしている。

ということは，戦前における国力の進展ほ，その方途を

主として海外に求め，国内資源の開発は今日ほど急務で

なかったから，当時の国有林はむしろ国の資源或は国士

政策の安全弁的な存在だったともいえる。だからこそ保

守的な現伏維持の政策に終始することも許されたのであ

るo

しかし，このような国有林の超然性は，戦時から戦後

に続いた非常経済にあって，あえなくついえ去り，今日

にあっては，国の経済発展の原動力的な存在として，国

の経済の自立と振興のために，大いにその生産力を増強

しなければならないのである。しかも公企業である国有

林は，これを経営自からの企業的努力によって達成する

立場にある。

いうまでもなく公企業は，公が所有するもので，公共

目的を達成することを経営の目的とし，これにたいし私

企業は，私が所有し，営利の追求をもって経営の目的と

している。したがって公企業と私企業とは，その経営目

的において，公共性と営利性という相反した立場にある

が，この目的の達成は，共に企業活動を通じておこなわ

れることに､ついては一致しているのである。

そこで，国有林のかつての姿である行政と，今日の国

有林の姿である企業との相違を，簡単に説明すると，例

えば百円盗んだ泥棒を一万円かけてつかまえるのが行政

であるように，行政は犠牲価値は金践で代表される客観

的価値であるのにたいし，獲得価値ほ快，不快で表現さ

れる主観的価値であり，この双方は比較計量することが

できないが，これにたいして企業は，儀牲価値も撞得価

値も共に金銭で代表される客観的価値であって，この双

方を常に比較計量し，これによって経営の成果が測定さ

れるのである。

このように今日の国有林は，金銭的に評価される活動

をおこなっているのであるが，ただ公企業の公共性を収

入面に反映させるとすれば，菱用補償経済として，収ス

は経営に必要な費用をまかなえる限庭でいいということ

になる。換言すれば公企業は実費主義を原則とする経営

であるといえるが，この運営において同じ公企業でも国

有称と国鉄とではいささか趣が違っている。

すなわち，国鉄は独占企業であって，収スば経営の意

志により決定することができる。したがって鉄道料金は

コスト主義に基づき，能率があがればコストが下り料金

は安くなるのが当然である。これにたいして国有林は独

占企業でないから，収スは競争市場によって左右され，

販売価格は市価主義に華づき，能率はあがってもこれに

よって価絡は安くなることばない。そこでこのような経

営では，盤得した収入を如何に国民経済に役立つように

使っていくか，その使途に公共性がかかっているのであ

る。要するに国有林は収益性を追求するが，あくまでも

それは手段であり，経営の期するところはこれにより公

共の福祉の増進をはからんとするものである。

つまり国有林は，国が公共目的を直接的に達成するた

め所有している資産であって，つねに企業的努力により

この価値を維持増殖しつつ，これを経済的あるいは社会

的橇点から効果的に国民の福祉に供していくことにあ

る。

国有林を国民の福祉に供する方法としては，森林の特

質からいって，主として次の3つがあげられる。

1.木材の供給2.国土の保全3.農山村経済の助成

この3つの方法のいずれを主とするか，それぞれのウ

エイトを決定づけるものは林業政策であり，したがって

林政は国有林の経営活動を枠づけるものとして，この枠

内が国有林経営の自主的活動の場となる。

この3つの方法の解明は，問題を取扱う人の立場や，

時と場合によっていろいろに強調されてきた。しかし林

業はあくまでも生産の経済であり，木材の供給という経

済目的に基盤をおいた産業である。また国内資源の開発

という将来の国の経済発展の政策からいっても，林政も

またここに強く指向しているのである。考えて象れば終

戦以来今日までいわゆる危機に直面した抹業として国士

保全が強調されてきたが，経済復興が進展し，国民生活

が一応安定しつつある現段階において，いつまでも危機

政策でよいはずのものではなく，森林生産力の増強とい

う，国の新たなる経済曜進に即応した政策をもって，国

民社会の共鳴を求める必要がある。さらに，従来ややも
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林の経営合理化は，現にある国有林について合理化する

ものであって，仮りに現在の国有林の全国的分布に不合

理があったとしても，それは国としての政策の問題であ

り，云い換えれば林政の問題であって，経営の領域では

ない。経営として国有林を売払いあるいは新しく取得す

ることは，経営の経済的成果につながり，且つ経営能力

の限度で老へられる極く部分的なものである。またこの

合理化は現有の組織力と自己の資本力の中で計画される

ものである。

1．経営計画について

経営計画ほ合理化の構想を具体的に表現する経営の基

本となるものとして，次のごとき観点に立ってこれを策

定しなければならない。

（1）国民経済，地域経済の動向を充分反映すること。

伝）わが国瀧業の全体計画の一環として，国有林と民

有林の協調された内容において確立すること。

（3）産業としての凋崇の経済的基盤を確立し，かつ国

有林の公共目的を合理的に推進するような機能を確

保すること。

経営計画はこのような意図に蕊づいて，次の事項を要

点として策定される。

（1）経営単位の拡大

従来の経営は，せいぜい経営区を単位とし，或は一作

業級の中で収穫の保続をはかってきたが，このような狭

い範囲では，国民経済に即応した経営の発展を策するこ

とはできないので，これを流域経済や森林の分布状態等

を考え，かつ基本計画区ともつとめて一致させた経営計

画区を，大体数営林署の管轄区域を合せたような広さで

設定し，ここを経営管理の単位とし，同時にここを国有

林と民有林の施業協定について具体的な検討をおこなう．

場所とする。

偶）林地の経営区分

公共目酌を合理的に達成する手段として，全林地を国

土の保全を主体とする場所，木材の供給を主体とする場

所，農山村経済の助成を主体とする場所に区分し，それ

ぞれ次の方針によってこれを経営する。

（1）国土の保全を主体とする林地を第一種森林と呼

び，ここでは森林の保全を専らとし，したがって投資は

できる限り差し控える。ここには造林してもこの地域の

地利級が向上するか，市場価が好転しない限り，これが

成林したときの伐採収益では造林費用が回収できない不

採算地も含震れている。しかしこのような地域も，将来

次に述べる第二種森林の開発が進展し，盗本力も伸張し

たとき，漸次生産地域化されていくのであって，また保

安林も合理的施策によって，これも漸次生産力化するこ

とを考へ，いつまでも遊休の状態でなく，やがては次第

すれば二元的な方向と考えられてきた生産と保全を，共

に森林を仕立る技術において統一し，これを一元的に解

決する手段を識じ，そのことによって，正しい剃喋経営

の在り方を推進しなければならないのである。また農山

村経済は，ホ操が健全な産業的発震をとげるそのことに

よって，直接間接に利益せられるところ極めて大きく，

いわば澗紫と蝶山村とは相互発展的な関係にあるもので

ある。とくに国有林として，その占める割合の大きい地

域においては，国有林と密接して生活するものの安定の

ために，特別に林地共用の施策を講ずる必要がある。こ

のように地元の環境改善につくすことは，同時に経営の

成果にも反映するものである。しかしこの国土の保全，

農山村経済の助成の施策は，経営の経済的基礎の確立に

よって益盈充実されるものであり，要するに国有林の公

共目的は，経営の健全なる発展を通じておこなわれ，こ

のことによって，目的の達成を益をより高い段階へ導い

ていくのである。

国有林の経営合理化は，このような観点に立って，木

材の供給を機軸とし，同時に国土の保全，農山村経済の

助成を効果的に推進しようとするものであって，さらに

これらを企業経営の立場から，その経済力の増進をほか

りつつ実現していこうとするのである。そのため合理化

は，この企図を適確に推進していく長期かつ基本となる

べき経営の体制をまず確立することである。

その方策としては，第一に国有緬積の8割余を占め

る低位過熱の天然生林をできる限り人工林に改良し，生

産性，収益性のより高い森林構造の実現をはからねばな

らない。すなわち経営を人工林主体の育成的澗業に転換

し，その生産力ひいては収益力を飛躍的に増大せしめん

とするものである。さらにこの木跡供給力の増強と共に

国土の保全，農山村経済の助成をも適確に推進するため

に，国有林の全森隊にわたって，それぞれの主体の場を

区分硫走し，合理的に経営目的を追求する必要がある。

そのため各盈の目的の場に適応した授費,換言すれ

ば，各々の目的に適合するように，経営の生産要素であ

る森林，土地，設備，労働，用役，組織等を適正に配備

し，いずれの生産要素も最も有効に利用するようにしな

ければならない。このような経営篭造を持つ体制こそ，

合理的に公共目的を達成し，かつ綜合生産性，収益性の

高い経営であるといえるのである。我盈はこのような経

営を生産力原則の軽営というが，要するにこの原則にか

なうものが合理的であり，かなわないものが不合理とな

るのである。

第3各事業の具体的な合理化の方策は

最初にことわっておかなければならないことは，国有
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に第二種森林に繰りスれられ,経済活動の対象となるこ

とを期待しなければならない。

偶）木材の供給を主体とする林地を第二種森林と呼

び,ここは経済活動の場として,収益性が追求され，

拡大再生産を推進し専ら資本の増殖に努める。

（8）農山村経済の助成を主体とする林地は，これを第

三穂森林と呼び，ここでは勿論賓本増殖のための投

資でなく，農山村経済をできる限り豊かにするため

に蜜用が授スされる。

そこで現状の拡大より，その内容の充実に主眼を

おき，単位当りの収穫の増大に努めることである。

この区域の確定は，将来の推移を正しく予測する

ことは困難であり，また経営の立場で一方的に決定

することも独善となるので，差し当っては現状に基

づき区分する。

（3）経営仕組．

経営計画は経営計画区毎に編成される。まず投資の効

率化をはかるため，第二種森林を地利と地位の経溢的条

件によって，いくつかの地帯に分割し，これを施業団と

呼んで，この施業団によって施業の集約度，すなわち投

資の濃密度が加減される。

収穫鍵の方法は,拡大再生産を推進することに主眼

をおき，したがって従来のような現在蓄稜を維持する観

念をさらに進めて，将来人エ林の拡大によって，成長量

が増大することを見込んで，そのために所要の伐採を，

現在の成長鉦に必らずしも拘泥せず，ともかく所期の林

種改良をできる限り早いテンポで推進することを目途と

して計画する｡この結果将来とも蓄積は若干低下するが，

これば満度に成熟した天然生林を人工林に蔵きかへるの

であるから当然としなければならない。しかし，より多

く持つことより，より多く利用することに問題があり，

この低下した蓄磯資産は，結局林道等の生産設備の資産

に置きかえられたことになり，そのことは益を森林の生

産力を増大せしめるものである。

経営計画ほ，森林の生産力しかも量的生産力を可能な

限り一様に引き上げることを第一義とし，仮りにさらに

費本を加えることによって，より価値の高いものを生産

し，質的な向上がはかられるとしても，それに趣拘生産

が伴わない限り，第二義的な手段に過ぎないのである。

また伐期令も，従来のように固定的なものとせず，適正

伐期令級を下限に収穫最多の伐期を上限とし，その中の

中で林分を量的成熟度で判定し，この伐採を決定するの

である。なお択伐林にあっては翻待径級によって伐期令

を決め，できる限り皆伐を多く採用し，作業の単純化を
はかる。

2． 造林事業について

低位過熱の天然生林を人工林に改良することに主眼を

おき；現在の造林面穣103万町歩を今後30年間で300

万町歩に拡大することを目標とし，この積極的な推進に

努める。さらに林木育穂,林地肥培等の造林技術を強化

して，この面からも生産力の増強をはかっていく。

一方造林は企業的にも合理的なものとするため，単に

植えるということでなく,それが収穫されるときを考え，

できる限り生産性，収益性の高い森林構造を穫得するこ

とに努め，奥山と里山，価値の高い樹種,低い樹種によ

って，造称の集約度なり，面積規模を予め周到に計画す

ることが必要である。

3．製品事業について

官業のｦ鮪自率という非難は，この事業が最も多くその

#論を受けている。そのﾖ“の内容は，この赤字生産の

ため，本来資本維持として経営内に再投入しなければな

らない立木収益の一部を流用し，事実上資本の喰い潰し

をやっているのではないか。また人と資金が必要以上に

この部門に充当され，そのため経営の第一におかなけれ

ばならない林木の育成部門がこれによって圧迫されてい

るのでばないかということである。

しかし，育成から採取まで一貫していることによっ

て，地代に相当するものが，奥地開発に投入されること

になるともいわれ,赤字生産といっても,単なる赤字でな

く，このような奥地開発に由来する場合が多い。もつと

も公企業は私企業にくらべ能率は同じであっても費用は

かかるのが通則である。それはいろいろと公共的或ば行

政的な拘束をうけるために余分な費用がかかりまた企業

の規模が大きければ大きいほど，盗本は固定化し，収益

性が低Tすることも考えられる。

いずれにしても，製品事業はこの際その目的意義を解

明し，これに適合した体制に整備する必要がある。とこ

ろで，製品事業は明治38年に始り，今日蓑で50年余

の歴史をもっている。その間に製品事業は地域経済との

関連を保ちつつ発展し，国有林の多い地方では既に地域

産業溝造の一環をなしている。また仮りにこの事業の総

てを民間に移すとすれば，運転黄金だけでも年3百億円

以上のものが必要となるが，金融逼迫のとき，このよう

な国家費金を上手に利用することが民間企業の発展のた

めにも得策であると考へられるし，特定費本の独古化を

防止して，中小企業への供給を円滑にすることも，この

事業にあずかるところが大きい。さらに未材利用合理化

を推進するためには，立木処分より素材で処分する方

が，用途筵応じ適切な措置が講じ得られる。

以上は，国民経済,角臓経済上からみた製品事業の効

果であるが，経営経済の立場としては，素材･は立木より

一層完成された商品として，品等,材積,用途を確認し，

時と場所を選んで適切に販売し得られることにおいて，
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構造を対象として配備されるものであり，永久の施設と

して，理想的に計画すべきものである。したがってこの

識用は，立木収益に見合うものとして，育成部門の損益

の中で計画すべきものである。

合理化計画における林道計･画は，経済林の開発に主体

をおき，そのため第二種森林内に理想林道網を計画し，

これを経済林道と呼び，永久維持の林道とする。これに

たいして第一種および第三種森林内の料遁は，これを管

理林道と呼び，この林道は経営の負担能力を考えて，そ

の限度において必要の笥嬢計画することにしている。

理想林道網ほ予め必要とする全体計画を樹立し，30カ

年間で計画的に開設することにしている。また林道のウ

エイトは，従来のように単に当面の損益徹爆によって判
定するものでなく，現存林の伐採に伴う損益効果ととも

に，これと同等に造林効果を合せ考え，この二つの効果

の合計されたものが高いほどその挿萱のウェイトば高い

とするのである。すなわち1万円当りの繩宣没ｽ額にた

いし，その制遁によって搬出利用される現存林の伐採材

積と造休によって塞見する謂睦林の伐;緬積の合計量が
いくらあるかによって，その高いものほどウェイトが高
いことになる。このウェイトは沫置開設の健先順位をき

める重要な要件になるが，実際の順位の決定は経営計画
上の各種の函牛を合せ考えておこなわれると思う。

纐首のウェイトはこのようにして決定されるが，その
規絡は現存体の伐採木の鐡出利用度によって決定する。

すなわちこの利用度の高いほど縮蘆の規格ほ上位のもの

になる。現有群の伐採利用の終ったものは最低規絡の維

持費によって管理され,伐採が再開すればまた利用度に

応じた規稀のものに改良され維時される。

理想林道網の第二種森休内の延長は町当り7米を一応

の基準としている。これは終点における対築函積を200

町歩として計算されたものである。この延長は漂潅の林

況について考えたものが，例えば北海道のようにまとま

った森林地籍では，さらに短い延長で間に合うのではな
いだらうか。

この理想繩菖網以上に延長を必要とする場合は，その
必要とする事業費の錘旦においてこれを開設し，この費
用はその割嘩の原価に繰りスれる。この種の筋道は一般

の林道と区別して，これを事業蝿農と呼び，その事業終
了とともに廃止する。

5． 治山事業について

治山事業は本来は行政の領域に属するものである。と
いうことはこれを森林所有者に負担させるとすれば，そ

の能力の限度においてしか実行できないことになぉ。こ

のことは個人の場合も，国有林の場合も同様である。し
かし治山事業は公益上ゆるがせにできないものであり，
したがって森林所有者に依存することなく行政上の責任
においてこれを進める必要があるものと考えられる。

このような理論を展開して，既に国有林の特別会計の

負担において進めつつある治山事業にたいし，いまさら

立木より勝っているし，このようなことから素材生産ば

経営としては,より確実な収益の三舜菱であるともいえる。

また伐採，造林，林i蕊営の綜合計画を適確に推進す

る上において，あるいは未利用費源を新しく開発せんと

する場合，その他保安＄i等の嶋群施業地を伐採せんとす

為とき等は，本事業によることが最も適切であると考え

られる。

このような観点から，製品琴饒は琶濯としては国民経

済上，経営経潰上から象て，最も割躍のある場所でおこ

なわるべきできであるが，しかしこのような条件をいか

に具体的に把握するかが問題である。概念的にいえるこ

とは，国有林の占める削合の大きい地域で詣こなうこと

が肖鯉経済上意蕊をもち，経営としてはできるだけ事業
量がまとまった団地でおこなうことが得策である。この

_応の麹隼としては，国有林の占める割合が，面餓的ま

たわ生産塞顕勺に50％以上の地域を優先し，団地として

は年産2万，5カ年以上紺続するところ(10万石以上の

事業地）ということになるが，既往の経過から桑て変障
のない限り，この基準によって製品事業林を謡壱するこ

とにしているp

この製品頚業林の設定の目的は，これによって投盗と

雇用を計画化しようとするものである。この製品事業林

以外の地域は，一応立木処分林ということになるが，

この両地域の区分を砿端に厳格に取扱い，将来ともｰ本

も製品事業林では立木処分はおこなわないというのでな

く，それぞれの事業体制を崩さない限り，その年の都合
によって臨機の措置も誰ずべきである。

製品事業林が確定すれば，この実行のための生産機構

を如何にするかを検討しなければならないbすなわち第

一に事業所の配置計画の確立である。このような生産施

設は，戦後の異常増産時代に膨脹したままで，今日とな

っては小規模事業所の乱立や，十分に利用し得ない過大

施設も随所に見受けられる。この乱立，過大の現在施設
を整理統合して，一f癖事業所の規模を年産2万石以上

に引き上げ，しかもそれらを永久に循環縮等できるよう

に，各事業所毎の循環団地を製品事業体内に確定してお
く。そしてここでは極力収益性を追求し，この成果をも

って奥地の開発を拡大していくのである。そのため機械

化を促進し，工程管理を近代化し，さらに原価計算等に
よる計算誉理を詞上し，とくに生産部門としての損益を
明らかにして，合理的な管理を磁力に推進することにし

ている。

4．土木事業について

従来の林道は伐採に伴って計画され，それがため当面

の損益効果によってその計画の成否が論議されてきた。
またこの費用は関係事業の原価に配算され，そのため差

当っての利附が終った林道の維持はややもすれば等閑祝
されがちであった｡しかし林道朧森林の生産性を開発し，

これを高める投資であり，森林を工場化するための施設
である。それがため林道は，新しく獲得せんとする森林

ｰ

、
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沢田3国有林経営合理化の基本的な考へ方

論議を繰りかえそうとするのではなく，その理由は特別

会計として経営のための支田か，経営以外のための支出
かを明らかして，正しい資本経理を鯖こなう必要がある

からである。

これがため，経営の成果につながるもの，あるいは経

営の生産活動の結果生じた治山は，経営の責任に鮨いて

処置しなければならない治山として，これを経営治山と

呼び，経営内支出と考える。またこれ以外の治山はこれ

を公共治山と呼び，経営ﾀ陸出と考える。この区分は，

第二種森林内の浩山を経営治山，第一種および第三種森
林内の治山を公共治山として，両者は明確に区別して経

理し管理される。

また，今後はある程度集中伐採がおこなわれ，あるい

は林道の開設等によっても，土砂生産の増加が予想され

るので，一般の修復治山とは別に予防治山を強化するこ

とにしている。これはその施行場所の如何にかかわらず

すべて経営治山と承なしている。

6． 販売事業について

生産力の増強を企図する合理化計画を推進するために

は，販売事業を合理化して収益の増大をはからねばなら

ない。しかし､一面国有林の多い地域では，この盗源を廻

って，地域経済が構成され，このようなところでは，国

有林材の販売はとりもなおさず産業行政にも相通ずるの

である。したがって国有林材の販売は地域経済の関係を

も考慮を払わなければならない。また経営としても地域

経済の中に安定した市場を持つことは髄めて得策とする

ところである。さらに販売に当り，国民経済上必要な用

途の充足或は木材利用合理化を推進するために，用途別

需給の適正化をはかることも考慮しなければならない。

要するに収益主蕊，地域経済主義，利用合理化主凝を三

本の脚として，新しい販売方針の確立が必要となるので

ある。

また販売計･画ほ，国民経済の動向と林力とを照合した

経営の長期計画の基本ともなり，毎年の経営計画の策定

に当っては，売れる見透のもとに生産を計画し，したが

って販売と生産とは常に相互に反映することが肝要であ

る。このためには販売機能を適確化し，能率化するよう

強化されなければならない。

また未利用資源の市場開拓については，関連産業の振

興，予約売払，民間資金の導入による開発等積極的な対

策を講ずる必要がある。

7． 労務管理について

労務管理の合理化は,極めて重要な問題の一つである。

その期するところは，労働生産性の向上と雇用の髪定に

ある。労働生産性の向上は，生産力を増強し，生産の場

を拡大するために，投擬の効率を高めることにあり，さ

らにやがては労働所得にも反映されていくものと考えら

れる。雇用の安定は，長期におよぶ経営計画の確立によ

って，雇用が計画化されるためにもたらされるものであ

る。雇用が秩序ある体系に従って反復されることば，賃

金制度，労務施設の改善をさらに進展させるものと考え
られる。

8． 財務と組織について

収支，損益，盗金，利益等一連の財務計画を長期にわ

たって計画こし，これによって合理化計画の適確な推進

を企図するのである。また単に収支の辻つまを合わすこ

とが独立採算制を意味するものでなく，その本質は経済

計算の確立とその成果の帰属ということにあるから，経

済計猟による経営の管理制庭を確立して，これによって

ff雲を計画するにも，その結果を吟味するにも，つねに

会計と関連づけて検討し，これを経営の成果に反映せし

あるとともに，損益や資産の状態を正しく国民に報告す

るよう努めなければならない。さらに利益金の処分方針
を確立して，適正な経営内部の留保計画と，その他の処

分額については如何なる方法で国民経済に還元していく

か，その方針を明らかにしておく必要がある。

組織についてば，新しい経営計画を最も合理的に運営

管理する機購を確立することにあって，そのため職務の

分課分掌制度，要員計画を再訟討する必要がある。営林
局署の配置についてば，特に必要とする場合の外，現状
を変更しない方針である。ただ経営計画区を単位として

経営が筍理されるため，経営計画区の統轄業務の一部

を，計画区内のいずれかの署に取扱わせる必要漆ある。

震たとくに営林署をして企業現業機関としての性格を強

化してその活動を龍率化しなければならない。
9． 合理化計画の進行について

合理化計画の期間は，昭和33年度以降30カ年間とす
る雪。これを30カ年間としたのば，林種改良が30カ年

を要すると見たからである。そのため合理化30カ年計

画力錐定されるが，この実行の段階において，5カ年間
毎にさらに精度の高い5カ年計画を策定し，これに基づ

き合鯉化を推進する｡とくに第1次5カ年計画の期間は，
経営体制の整備の期間とし，この間にやり易いところか

ら合理化を進めて，この期末においては全体制の整備が
完了することにしている。また昭和32年度侭準備期間
とし，10月末までには現地挨討を終り,その年度の末に

は，合理化30カ年計画と第1次5カ年計画の策定を完
了することにしている。

以上は合理化の全貌を極くかいつまんで述べたのであ
るが,いずれにしても今回の合理化は,経営の構造を抜本

的にかつ長期にわたって改造せんとするものであって，

国有林のような永年かかつて築き上げてきた巨大な経営

体の面目を一新しようとすることは，まことに一朝一夕

の業でない。したがって国有林にある者は，よく時代の

進展と国有林に課せられた任務を十分認識し，大いなる

決意のもとに，この達成を期さねばならない。また－股

の方.々にも，我々の努力を了とせられて，何分の御支援

をお願いする次第である。

《
）
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第3回林業技術コンテス ト

本会第''回通常総会の前日である6月10日,本会会議室において午前9時から開催全国各営林局支部及
び道県支部から17名が参加し日頃の就業識愉業諮に関する実地の体験をついて終日にわたり,熱心に口演開
陳した。林業試験場土壌調査部長,宮崎榊氏が審査長となり，林野庁淋業試験場及び林業講習所の関係部課長
が審査員となって審査の結果次の通りス選者を決定，翌11日総会席上において表彰を行った。

入 選 者

分 会｜発表 テ － マ

■
１
日
■
９
６
０
日
■
０
■
０
０
Ⅱ
Ⅱ
１
０
１
１
０
０
１
日
７
７
４
０
１
０
１
１
１
１
１
凸

佳賞法阪営林局|宮井璃瀞山における精英樹選抜とｸﾛｰﾝの養成につ垂

同 北海道庁岡本光雄エゾマツ立木におけるヤツバキクヒの越年 旭ﾉl淋務署（造林課）

寒冷地苗畑における二,三の尭識と体験について|弟子屈営赫署同 ｜帯広営林局|加藤昭司｜
厨 ｜和歌山県|片家美喜舅吋

Iﾛ藤昭司

日高地方事務所〔林業技術員)I

樹種別・品種別生長量との関係庭ついて」は，土壌型毎

に樹種毎に，かつスギの品種毎にその成長関係を調べら

れ，かつ適地の判定をしたもので,適地・適木より,適地

適品種の具体例が示された資重な業蹟であると存じま

す。その他夫灸の特徴のある緒果が発表されましたが，

これらほ剃集技術誌上に掲賊されることでありますの

で，この努力の結晶はまた一般の技術の向上に，大いに

貢献されることと信じます。

4．次に今回の発表から感じたことの一つとして，慾

をいえばいま少しの努力によって，折角の貴重な研究が

一層立派なものとなるであらうと思われる点を，この際

申上げて今後の御参考に供したいと思います（尤もこれ

は改めていう程ではないと存じますが)。

（1）研究や実行をするにあたっては，今迄なきれてき

た実績や文献などを，できるだけ調べて検討の上とりか

かること。

（2）内容を充分に理解して,やってゆくべきであって〉

鵜呑みしてやらないこと。

(3)・できるだけ多くの人の指導や批判をうけて，よく

こなし体験し，技術を自分のものとすること。

仏）環境因子などは，その地方，えの樹種についてよ

く調べ，各種のデータを綜合して考究し，実施にあては

めること。

以上とりとめもないことを申上げましたが，今後一層

の御努力によりまして，ますます林業技術の推進に貢献

され蓑すようお望みして，私の塞査に関する感想を終る

ことと致します。

審査の感 *目
"些、

審査長宮崎 榊
（林業試験場土壌調査部長）

「第一線で活躍する技術者が，夫凌の職域漣おける研

究･体験等についての具体的な事例の発表｣という意味で

応募されただけあり室して，何れも職域で解決してゆか

ねばならないという熱意がうかがわれたのであります。

1． テーマからしましても，造淋・土壌・保護・計画

普及・製材関係とあらめる部門が取り上げられてをり，

その数も17編の多数におよんだのであります。なお

今回は特に林木育種･土壌型・事業の機械化などが出さ

れ，最近の林業按術がこの方面に重点的になってきて，

真に一変換期を思わしめるものがあります。

2．発表されましたものは，各専門を通じて技術の向

上からして特に重要なものであり，題材の大小こそあり

ますが，よくうがって立派な結果が出されてをりますの

で，順位をつけることが無理な場合もあり，なほこれを

数人に限定することが困難な程でありました。このこと

ば審査員一同も等しく感じたことであり童して，審査会

の席上でも授賞の数を壇して頂くようにと協会長に願っ

た程であります。

3．聡括的に申し毒すと，何れも現場で身を以って体

験された活きた問題を取り上げて，よくまとめて短時間

に要領よく発表されたことはまことに敬服の至りでし

た。ことに第一位に入選されました小野氏の．｢土壌型と

『
巴
Ｑ

《

】
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徴 支部 氏名

1位
味野庁長官誉

3位
永野序長官賞

熊本営林局

|函館営林局
|東京営林局織英二

小野雪土壌型と樹種別,品種呂畦長量との関係について
上屋金一 蕊調査の結果から見た管内造林に関する一考察|函館営林署(大沼担当区）

ウラジロモミの山引苗養成法と造林成績について

|多良木営林署(湯前担当区）

|静岡営林署(上井出担当区）
高野営林署(高野第一担当区）



第n回通常総会
去る6月11日午後1時から本会会議室において林野庁長官代理藤本業務部長の臨席を得て'会員約70名

出席して開催した。松川理事長の挨拶の後,別項の如く第3回林業技術コンテストス選者の表彰を行ってから

総会の議事に入った。熊本采支部長相馬五郎氏が選ばれて議長となり’第1号議案以下各議案を議決し，午
後3時頃閉会した。

引き続いて，次の両氏の瀧演会を開催午後5時頃散会して’総会を終了した。
1．土壌型と樹種別，品種別生長量との関係について

第3回林業技術コンテスト1位ス徴 （間躰営林局支部会員） 小野 学氏

2．林業技術上に於ける2，3の問題 東大教授．農学鯉士 大政正隆氏

÷－－●一一÷＝凸申一一一一一一一 令､■｡ 一一口＝ ●舎＝｡■凸▼凸← 今今q 一一一今一◇一●一一一一 甲一一一一一凸一一口ローー●一一一一缶｡一一■吟一一一一一一一一一一一■■。－－勺一今■､今一一一号一＝＝ロ七一 一一一一一一 一一

総会決議公告
、

昭和32年6月11日開催の第11回通常総会に於て次の通り決議されましたので公告します。
昭和32年6月11日

社団法人 日本林業技術協会

理事長松川恭佐

会員各位

記

第1号議案昭和31年度収支決蕊並に業務報告の件

原案通り承認可決（別記）

第2号議案昭和32年産事業方針並に収支予算の件

原案通り可決（別記）

第3号議案常務理事補充に関する件

転任離京のためかねて辞任届を提出中の平野孝二氏，福森友久氏,加賀正司氏の辞任を承認そ
の後任として高橋克己氏，橋本与良氏，池田五六氏を選任議決した。

第4号議案昭和32年度の借ス金の限庭を500万円とする件
原案通り可決
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昭和31年度決算報告 2．貸借対照表昭和32年3月31日
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士魂建物
設什器備噛
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会務報告
三

◇理事会

第11回通常総会の当日である6月11日午前9時半から
開催松川理事長以下各理事並に監事18名（外に蚕任状
提出者13名）が出席し次の事項を協議決定した。

1．第11回通常総会開催の件,並に提豊j議案の件
2． 人事相談部設置に関する件
3．会員名繩の印刷に関する件

◇第3回常任理事会
6月3日午後3時から開催

出席者南，潴瀬各常務理事，

"I1理事長，松原専務理事
◇第4回常務理事会

7月3日午後3時から開催

出席者南，潟瀬,吉田，孕石,高祷橋本各常務理
事

松ﾉ11理事長，松原専務理事
◇各支部幹事打合会

総会の翌日である6月12日午前9時から本会で開催，
各支部に於ける事務関係事項その他について協議打合
を行った。

出席麦部訓硯，帯広，秋田，東京，長野,名古屋，
大阪，前橋，熊本，函館の各営林局支部，’識

岡山，富山，愛知，栃木，長野，岐阜，奈良，
徳島の各果支部

昭和32年度事業方針
'・会誌「林業圭翰『」の内容を一層充実を図る。

2．会員名簿を整理する。

3．林業写真コンクール，林業技術コンテスト其他の

指導奨励事業を稜簡的に実施する。

4．林業解説，林業技術シリーズ，林業手帳,林業ノ

ート其の他林業関係図書の発行については質的向上

に重点を侭いて林業御府の普及発展に寄与したい。

5．林業百科嘆典は本年度内に編集を終え印刷にかか

る方針である。

6． 「私達の森林」の改訂再版を図る･

7．測量指導部は

（1）研究及び指導部門の弦化

（2）図化その他の施設の充実

を図って航空写真利用の普及宣伝と技術向上に貢献

する。

8．本会に人事相談部を置いて主として林業に間する

求人，求職の人事斡旋を行う。

昭和32年度予算
1．経常 部

1
？

《

昭和32年7月10日発行

林 業 技 術第185号
編集発行人 松 原 茂
印刷所合同印刷株式会社
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して畷出し、林内の･すみずみまでゆきわたるので、薬剤散布の
労力を要せず、安全、手軽に躍れた防殺虫効果をあらわします．
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権威ある林材新聞社の出版物1

石谷憲男著（林野長官） ＃旨針／材積表三種
改訂森林計画の解説

森林法改正当時，その衝にあたっていた著者の苦心の 林材新聞社編ポケット版

名著,森林計画の具体的実施に併って,更らに加筆， ：立木幹材材積表
訂正した改訂版である。 定価200円〒24円 ． 附，胸高形数表，高度距離算出表，

林材新聞社編・林野庁林産課臆修 ， 三角函数表，図面積表
日本農林規格集 定価'00円〒'0円

定価200円〒18円 I 林業試験場監修
土居禎夫著 I丸太材積表

山林の評価と売買 ポケット版定価90円〒,0円
定価230円〒18円 ; ,sHl .n w 門坐_坐 ？r＝－
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